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第１章 はじめに

21世紀は、「人権の世紀」と言われています。これ

には、二度の世界大戦や冷戦後の各地の局地紛争、経

済開発の優先による地球規模での深刻な環境破壊・環

境汚染等により人類に多くの災いをもたらした20世

紀の経験を踏まえ、全人類の幸福が実現する時代にし

たいという全世界の人々の願望が込められています。

人権とは、人々が生存と自由を確保し、それぞれの

幸福を追求する権利です。人権は、すべての人間が人

間の尊厳に基づいて持っている固有の権利であり、何

よりも大切なものです。この人権の尊重こそが、すべ

ての国々の政府とすべての人々の行動基準となるよ

う期待されています。

我が国においては、全ての国民に基本的人権の享有

を保障する日本国憲法の下で、「人権教育及び人権啓

発の推進に関する法律」第7条に基づき、2002（平成

14）年に策定された「人権教育・啓発に関する基本計

画」に沿って人権教育・啓発の施策が総合的かつ計画

的に進められてきました。

しかし、近年、社会や経済を取り巻く情勢が大きく

変化したこともあいまって、我が国の人権状況は大き

く様変わりしています。国際化、情報化、少子高齢化

はますます進み、それにより各人権課題における問題

状況が複雑化したほか、社会における人権意識の高ま

りとともに新たに生起・顕在化した人権課題も存在し

ています。とりわけ、SNSやスマートフォンの普及を

１ はじめに

21世紀は、「人権の世紀」と言われています。これ

には、二度の世界大戦や冷戦後の各地の局地紛争、経

済開発の優先による地球規模での深刻な環境破壊・環

境汚染等により人類に多くの災いをもたらした20世

紀の経験を踏まえ、全人類の幸福が実現する時代にし

たいという全世界の人々の願望が込められています。

人権とは、人々が生存と自由を確保し、それぞれの

幸福を追求する権利です。人権は、すべての人間が人

間の尊厳に基づいて持っている固有の権利であり、何

よりも大切なものです。この人権の尊重こそが、すべ

ての国々の政府とすべての人々の行動基準となるよ

う期待されています。

我が国の人権状況を見ると、基本的人権の尊重を基

本原理とする日本国憲法のもとに、人権尊重主義は次

第に定着しつつあると言えます。しかし、国内外から、

公的制度や諸施策そのもののあり方に対して人権の

視点からの意見があるほか、公権力と国民との関係や

国民相互の関係においてさまざまな人権問題が存在

すると指摘されています。社会の複雑化、人々の権利

意識の高揚、価値観の多様化等に伴い、従来あまり問

題視されなかった分野においても、各人の人権が強く

認識されるようになってきました。また、スマートフ

ォンの普及に伴い、インターネット上の仮想空間にお

ける誹謗中傷に起因する自殺が新たな社会問題とな

っています。

人権・同和政策課
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背景としたインターネット上の人権侵害が深刻化し

ています。

また、国外の動きに目を向けると、「人権教育のた

めの国連10年に関する国内行動計画」が2004（平成

16）年に終了した後、国連では「人権教育のための世

界計画」を実施しているほか、企業に対して人権尊重

に向けた取組みを求める「ビジネスと人権」に関する

国際的な要請が高まるなどしており、人権に関する国

際的潮流の動向にも変化が生じています。

本県においては、学校や職場はもとより家庭や地域

のあらゆる場を通じて人権教育・啓発を推進するとと

もに、女性、こども、高齢者、障害者、部落差別（同

和問題）等の個別人権課題の解決に積極的に取組み、

県民の人権尊重意識の高揚に努めてきました。県政世

論調査において５年ごとに実施している人権問題に

関する調査では、県民の人権に関する意識や関心は、

調査を開始した2009（平成 21）年と比べ確実に高ま

っているものの、今日においても、生命・身体の安全

に関わる事象や、不当な差別等の人権侵害が存在して

います。

我が国の国際化、情報化、少子高齢化等の進展は、

人々の価値観の多様化や権利意識の高まりもあいま

って、本県においても人権に関する新たな問題を生じ

させ、個別人権課題を複雑化・複合化させる要因とも

なっています。特にインターネット上に誹謗中傷など

の情報を発信する行為は、その拡散性の高さや削除の

困難さなどから深刻な人権課題となっており、インタ

ーネットの適正利用に関する人権教育・啓発ととも

に、情報の削除に向けた被害者支援の取組みが求めら

れています。

本県においては、学校や職場はもとより家庭や地域

のあらゆる場を通じて人権教育・啓発を推進するとと

もに、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題等の

個別人権課題の解決に積極的に取組み、県民の人権尊

重意識の高揚に努めてきました。しかし、今日におい

ても、生命・身体の安全に関わる事象や、不当な差別

等の人権侵害がなお存在しており、国際化、情報化、

高齢化等の進展に伴い、新たな人権問題も生じていま

す。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因す

るハラスメントも新たな課題となっています。
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（削除）

すべての個人が自律した存在として、それぞれの幸

福を最大限に追求することができる平和で豊かな社

会を実現するためには、すべての人が人権の享有主体

であり、一人ひとりが人権尊重の理念、すなわち、「自

分の人権のみならず他者の人権についても正しく理

解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を

相互に尊重しあうこと（人権共存の考え方）」につい

て正しく理解することが重要であり、そのために行わ

れる人権教育・啓発の果たす役割は極めて大きいと言

えます。

なお、人権教育・啓発は、一人ひとりの意識の問題

に帰着するものであり、本来社会を構成する人々の相

互の間で自発的に取り組まれるべきものです。しか

し、さまざまな人権問題が存在する本県の現状にかん

がみれば、人権教育・啓発に関する施策の推進につい

て責任を負う県は、自らその積極的推進を図り、他の

  このような人権問題が存在する要因としては、人々

の中に見られる同質性・均一性を重視しがちな性向や

非合理な因習的な意識、物の豊かさを追い求め心の豊

かさを軽視する社会的風潮、社会における人間関係の

希薄化の傾向等が挙げられますが、その根底には、一

人ひとりに人権尊重の理念、すなわち、「自分の人権

のみならず他人の人権についても正しく理解し、その

権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重

しあうこと（人権共存の考え方）」についての正しい

理解がいまだ十分に定着したとは言えない状況があ

ることが指摘されています。

すべての個人が自律した存在として、それぞれの幸

福を最大限に追求することができる平和で豊かな社

会を実現するためには、一人ひとりが人権尊重の理念

について正しく理解することが重要であり、そのため

に行われる人権教育・啓発の果たす役割は極めて大き

いと言えます。

  なお、人権教育・啓発は、一人ひとりの意識の問題

に帰着するものであり、本来社会を構成する人々の相

互の間で自発的に取り組まれるべきものです。しか

し、さまざまな人権問題が存在する本県の現状にかん

がみれば、人権教育・啓発に関する施策の推進につい

て責任を負う県は、自らその積極的推進を図り、他の



6

改正案 現行 関係課等

実施主体とも連携しつつ、県民の努力を促すことが重

要です。

  本県では、このような認識に立ち、本基本計画に基

づき、人権が共存する人権尊重社会の実現に向け、人

権教育・啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進

します。

実施主体とも連携しつつ、県民の努力を促すことが重

要です。

  本県では、このような認識に立ち、本基本計画に基

づき、人権が共存する人権尊重社会の実現に向け、人

権教育・啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進

します。
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第２章 人権をめぐる動き

１ 国際社会における取組み

世界平和を希求して 1945（昭和 20）年 10 月に創

設された国際連合（国連）は、1948（昭和 23）年 12
月に「世界人権宣言」を採択し、その第１条で「すべ

ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、

尊厳と権利とについて平等である。」と全世界に表明

しました。

それ以降、国連は世界人権宣言の理念を実効性のあ

るものとするため、「国際人権規約」、「あらゆる形態の

人種差別の撤廃に関する国際条約」、「女子に対するあ

らゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利

に関する条約」、「障害者の人権に関する条約」、「先住

民族の権利に関する国連宣言」等の多くの人権に関す

る条約や宣言を採択するとともに、「国際婦人年」、「国

際児童年」、「国際障害者年」等の国際年を定め、人権

が尊重される世界の実現をめざして取り組んできま

した。

一方、人権教育の重要性の高まりを受け、1974（昭

和 49）年 11 月の第 18 回ユネスコ総会において「国

際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人

権及び基本的自由についての教育に関する勧告」が採

択されました。また、1993（平成５）年６月、世界人

権宣言採択 45 周年を機にこれまでの人権活動の成果

を検証し、現在直面している問題や今後進むべき方向

を協議することを目的としてウィーンで開催された

「世界人権会議」では、人権教育の重要性が強調され

ました。これを受けて、1994（平成６）年 12 月の第

２ 人権をめぐる動き

（１）国際社会における取組み

世界平和を希求して 1945（昭和 20）年 10 月に創

設された国際連合は、1948（昭和 23）年 12 月に「世

界人権宣言」を採択し、その第１条で「すべての人間

は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権

利とについて平等である。」と全世界に表明しました。

それ以降、国際連合は世界人権宣言の理念を実効性

のあるものとするため、「国際人権規約」、「あらゆる形

態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、「女子に対す

るあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の

権利に関する条約」、「障害者の人権に関する条約」、

「先住民族の権利に関する国連宣言」等の多くの人権

に関する条約や宣言を採択するとともに、「国際婦人

年」、「国際児童年」、「国際障害者年」等の国際年を定

め、人権が尊重される世界の実現をめざして取り組ん

できました。

一方、人権教育の重要性の高まりを受け、1974（昭

和 49）年 11 月の第 18 回ユネスコ総会において「国

際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人

権及び基本的自由についての教育に関する勧告」が採

択されました。また、1993（平成５）年６月、世界人

権宣言採択 45 周年を機にこれまでの人権活動の成果

を検証し、現在直面している問題や今後進むべき方向

を協議することを目的としてウィーンで開催された

「世界人権会議」では、人権教育の重要性が強調され

ました。これを受けて、1994（平成６）年 12 月の第

49 回国際連合総会では、1995（平成７）年から 2004

人権・同和政策課
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49 回国連総会では、1995（平成７）年から 2004（平

成 16）年までの 10 年間を「人権教育のための国連 10
年」とすることが決議され、各国において人権教育を

積極的に推進するよう行動計画が示されました。

2004（平成 16）年 12 月には国連総会が、全世界的

規模で人権教育の推進を徹底させるための「人権教育

のための世界計画」を 2005（平成 17）年に開始する

との宣言を採択しました。第１フェーズ 2005～2009
（平成 17～21）年は初等中等教育に、第２フェーズ

2010～2014（平成 22～26）年は高等教育における人

権教育及び公務員、法執行者、軍関係者への人権研修

に、第３フェーズ 2015～2019（平成 27～令和元）年

は第２フェーズまでの実施の強化とメディア専門家

及び報道関係者の人権研修の促進に焦点を当ててき

ました。第４フェーズ 2020～2024（令和２～６）年

では、第３フェーズまでの強化と、対象を若者として、

平等、非差別、多様性の尊重に焦点を当てるとともに、

2015（平成 27）年の国連総会において、「誰一人取り

残さない」社会を実現すべく「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ（Sustainable Development Goals））」が定め

られたことから、ＳＤＧｓの目標 4.7 と連携した取組

みを行ってきました。2024（令和６）年に国連人権理

事会で採択された第５フェーズ 2025～2029（令和７

～11）年では、若者とこどもを対象に「人権とデジタ

ル技術」、「環境と気候変動」、「ジェンダー平等」に焦

点を当て、ＳＤＧｓと連携し取り組むとしています。

また、2011（平成 23）年には、企業と人権に関する

国際的枠組みとなる「ビジネスと人権に関する指導原

則」が国連人権理事会で全会一致で支持されました。

２ 国における取組み

（平成 16）年までの 10 年間を「人権教育のための国

連 10 年」とすることが決議され、各国において人権

教育を積極的に推進するよう行動計画が示されまし

た。

2004（平成 16）年 12 月には国連総会が、全世界的

規模で人権教育の推進を徹底させるための「人権教育

のための世界計画」を 2005（平成 17）年に開始する

との宣言を採択しました。第１フェーズ 2005～2009
（平成 17～21）年は初等中等教育に、第２フェーズ

2010～2014（平成 22～26）年は高等教育における人

権教育及び公務員、法執行者、軍関係者への人権研修

に、第 3 フェーズ 2015～2019（平成 27～令和元）年

は第 1、第 2 フェーズの実施の強化とメディア専門家

及び報道関係者の人権研修の促進に、第 4 フェーズ

2020～2024（令和２～６）年は若者に焦点を当ててい

ます。

また、2015（平成 27）年に国連が採択した「持続可

能な開発目標」（ＳＤＧｓ）は、「誰一人取り残さない」

社会を実現すべく定めたものであり、人権が大きな柱

となっています。

（２）国における取組み
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我が国は、1947（昭和 22）年５月に施行された日本

国憲法において「自由権」、「法の下の平等」、「社会権」

等の基本的人権を保障するとともに、国連が採択した

「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条

約」、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約」、「児童の権利に関する条約」、「障害者の権利

に関する条約」等の国際人権諸条約を締結し、人権尊

重社会の形成に努めてきました。

「人権教育のための国連 10 年」に関しては、1995
（平成７）年 12 月に内閣総理大臣を本部長とする「人

権教育のための国連 10 年推進本部」が設置され、1997
（平成９）年７月には国内行動計画が策定されまし

た。

また、1996（平成８）年５月の地域改善対策協議会

の意見具申等を踏まえ、1997（平成９）年３月に「人

権擁護施策推進法」が施行されました。同法では、人

権の擁護に関する施策の推進について、国の責務が明

記されるとともに、これらの施策の推進に関する基本

的事項を調査審議するための「人権擁護推進審議会」

の設置が定められました。同審議会は、1999（平成 11）
年７月に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を

深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な

推進に関する基本的事項について」、また、2001（平

成 13）年５月に「人権救済制度の在り方について関係

大臣に対して答申を行いました。

2000（平成 12）年 12 月には、「人権教育及び人権

啓発の推進に関する法律」が施行されました。同法で

は、人権教育・啓発に関する国、地方公共団体及び国

民の責務が明記されるとともに、人権教育・啓発に関

我が国は、1947（昭和 22）年５月に施行された日本

国憲法において「自由権」、「法の下の平等」、「社会権」

等の基本的人権を保障するとともに、国際連合が採択

した「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条

約」、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約」、「児童の権利に関する条約」、「障害者の権利

に関する条約」等の国際人権諸条約を締結し、人権尊

重社会の形成に努めてきました。

「人権教育のための国連 10 年」に関しては、1995
（平成７）年 12 月に内閣総理大臣を本部長とする「人

権教育のための国連 10 年推進本部」が設置され、1997
（平成９）年７月には国内行動計画が策定されまし

た。

また、1996（平成８）年５月の地域改善対策協議会

の意見具申等を踏まえ、1997（平成９）年３月に「人

権擁護施策推進法」が施行されました。同法では、人

権の擁護に関する施策の推進について、国の責務が明

記されるとともに、これらの施策の推進に関する基本

的事項を調査審議するための「人権擁護推進審議会」

の設置が定められました。

同審議会は、1999（平成 11）年７月に「人権尊重の

理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及

び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的

事項について」、また、2001（平成 13）年５月に「人

権救済制度の在り方について」関係大臣に対して答申

を行いました。

さらに、2000（平成 12）年 12 月には、「人権教育

及び人権啓発の推進に関する法律」が施行されまし

た。同法では、人権教育・啓発に関する国、地方公共

団体及び国民の責務が明記され、また、人権教育・啓
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する基本的な計画の策定が国に義務づけられたこと

から、2002（平成 14）年３月に「人権教育・啓発に関

する基本計画」（第一次）が策定されました。2011(平
成 23)年４月には、基本計画の一部が見直され、「北朝

鮮当局による拉致問題等」が追加されました。

この第一次の基本計画では、人権教育に関する取組

みの一層の改善・充実が求められており、それを受け

て「人権教育の指導方法等の在り方について［第一次

～第三次］」が 2004～2008(平成 16～20)年に示され、

人権教育の推進が図られています。2009（平成 21）年
及び 2013（平成 25）年には「人権教育の推進に関す

る取組状況の調査結果について」が公表され、2021（令

和３）年には「人権教育を取り巻く諸情勢について～

人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とり

まとめ］策定以降の補足資料～」が示され、これらを

基にした人権教育の取組みの一層の充実が求められ

ています。

その後、国際化・情報化の進展をはじめとする社会

経済情勢の変化に加え、国際的な潮流として「ビジネ

スと人権」への関心が高まっていること、また、複数

の差別が重なり合う「複合差別」の観点など、新たに

顕在化した課題等を踏まえ、これらに対応する施策の

更なる推進を図るため、2025(令和７)年６月に第二次

となる国の基本計画が策定されました。この基本計画

では、「インターネット上の人権侵害」を、複数の人権

課題にまたがる横断的な人権課題として位置づける

とともに、新たに「本邦外出身者に対する不当な差別

的言動」、「性的マイノリティの人々」及び「ハンセン

病患者・元患者及びその家族」の人権が各人権課題の

一つに追加・整理されました。

発に関する基本的な計画の策定が国に義務づけられ

ました。そして、2002（平成 14）年３月、同法に基づ

く国の基本計画が策定され、2011(平成 23)年 4 月に

は、基本計画の一部を見直し、「北朝鮮当局による拉致

問題等」が追加されました。

基本計画では、人権教育に関する取組みの一層の改

善・充実が求められており、それを受けて「人権教育

の指導方法等の在り方について〔第一次～第三次〕」が

2004～2008(平成 16～20)年に示され、人権教育の推

進が図られています。

2009（平成 21）年及び 2013（平成 25）年には「人

権教育の推進に関する取組状況の調査結果について」

が公表され、また、2021（令和 3）年には「人権教育

を取り巻く諸情勢について～人権教育の指導方法等

の在り方について〔第三次とりまとめ〕策定以降の補

足資料～」が示され、これらを基にした人権教育の取

組みの一層の充実が求められています。

人権・同和教育課

人権・同和政策課
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また、この間、様々な人権に関する社会問題の解決

を図るため、個別の人権関連法等の整備も進められ、

2016（平成 28）年には「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な

差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法

律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」が相次い

で施行されるとともに、2023（令和５）年には「性的

指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関

する国民の理解の増進に関する法律」が施行されまし

た。また、企業活動における人権尊重の促進を図るた

め、2020（令和２）年には「『ビジネスと人権』に関す

る行動計画」が策定され、2025（令和７）年には企業

における人権デュー・ディリジェンスの導入促進への

期待などを踏まえた改定が行われました。

３ 本県における取組み

本県では、1972（昭和 47）年に策定した「香川県長

期振興計画」や引き続き策定した「香川県県民福祉総

合計画」、「香川県 21 世紀長期構想」において、社会

福祉の増進、生活環境の改善、産業の振興、職業の安

定、教育の充実等に向けた取組みを行ってきました。

また、1998（平成 10）年３月に知事を本部長とする

「香川県人権教育のための国連 10 年推進本部」を設

置し、1999（平成 11）年３月には、本県における人権

教育の基本方針と施策の方向を示す「「人権教育のた

めの国連 10 年」香川県行動計画」を策定しました。

2003（平成 15）年 12 月には「人権教育及び人権啓

発の推進に関する法律」に基づき、本県における今後

の人権教育・啓発の基本方針と施策の方向性を定める

（３）本県における取組み

本県では、1972（昭和 47）年に策定した「香川県長

期振興計画」や引き続き策定した「香川県県民福祉総

合計画」、「香川県 21 世紀長期構想」において、社会

福祉の増進、生活環境の改善、産業の振興、職業の安

定、教育の充実等に向けた取組みを行ってきました。

また、1998（平成 10）年３月に知事を本部長とする

「香川県人権教育のための国連 10 年推進本部」を設

置し、1999（平成 11）年３月には、本県における人権

教育の基本方針と施策の方向を示す「「人権教育のた

めの国連 10 年」香川県行動計画」を策定しました。

2001（平成 13）年度からは、県政運営の基本指針と

して次の３本の計画を策定し実施しました。

・「香川県新世紀基本構想」（2001 年度～2010 年度）
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「香川県人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し

ました。2013（平成 25）年には、基本計画の一部を改

正し、新たに「北朝鮮当局による拉致問題等」や「ホ

ームレス」のなどの人権を追加しました。また、2021
（令和３）年には、「性的少数者（LGBT）」の人権を

個別人権課題の一つに追加しました。

さらに、県政運営の基本方針となる総合計画におい

ても、人権が尊重される社会の実現を掲げ、推進して

きました。

・「香川県新世紀基本構想」（2001 年度～2010 年度）

・「せとうち田園都市香川創造プラン」（2011 年度～

2015 年度）

・「新・せとうち田園都市創造計画」（2016 年度～

2020 年度）

・「みんなでつくるせとうち田園都市・香川」実現計

画」（2021 年度～2025 年度）

「みんなでつくるせとうち田園都市・香川」実現計

画」は、2023（令和５）年 10 月に計画の見直しを行

い、「人生 100 年時代のフロンティア県・香川」実現

計画（2021 年度～2025 年度）に名称を改め、2026（令

和８）年３月には、計画期間を 2026 年度までに延長

しました。

2027（令和 9）年３月には、2027（令和９）年度か

ら５年間の計画として、「・・・」を新たな総合計画と

して策定しています。

この計画では、「安全と安心を築く香川」、「新しい流

れをつくる香川」、「誰もが輝く香川」を基本方針に、

せとうち田園都市の確かな創造をめざすこととして

います。このうち、「安全と安心を築く香川」を構成す

る施策体系の一つとして、「人権尊重社会の実現」を掲

・「せとうち田園都市香川創造プラン」（2011 年度～

2015 年度）

・「新・せとうち田園都市創造計画」（2016 年度～

2020 年度）

2021（令和３）年 10 月には、2021（令和３）年度

から５年間の「「みんなでつくるせとうち田園都市・香

川」実現計画」を策定しました。

この計画では、「安全と安心を築く香川」、「新しい流

れをつくる香川」、「誰もが輝く香川」を基本方針に、

せとうち田園都市の確かな創造をめざすこととして

います。このうち、「安全と安心を築く香川」を構成す

る施策体系の一つとして、「人権尊重社会の実現」を掲

げており、人権啓発の推進、人権・同和教育の推進、

人権擁護活動の充実に努めてまいります。

※この部分は、県の次期総合計画の骨子に合わ

せて修正予定
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げており、引き続き、人権啓発の推進、人権・同和教

育の推進、人権擁護活動の充実に取り組んでまいりま

す。
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第３章 計画の基本的考え方

１ 計画策定の趣旨

本県においては、あらゆる場を通じて人権教育・啓

発を推進するとともに、個別人権課題に積極的に取り

組んできましたが、不当な差別等の人権侵害がなお存

在しています。また、社会経済情勢の変化により、各

人権課題における問題状況が複雑化・複合化している

ほか、社会における人権意識の高まりとともに新たな

人権上の問題も生起又は顕在化してきていることか

ら、より一層効果的な取組みが求められています。

  また、県は、国や市町と連携しながら、それぞれの

役割分担のもと、県民のニーズや地域の実情、課題等

に応じて、柔軟かつ持続可能な施策を積極的に推進す

るとともに、社会の変化や多様化にも迅速に対応する

ことが求められています。

  さらに、近年、県民の県政への参加意識が高まって

きており、人権教育・啓発の分野においても、行政の

透明性や情報発信の充実に加え、政策立案段階からの

県民参画や、様々な実施主体との連携・協働が求めら

れています。

本県では、これらの課題を踏まえ、人権教育・啓発

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、本

基本計画を策定します。

２ 計画の基本理念

この計画は、県民一人ひとりが、学校や職場はもと

３ 計画の基本的考え方

（１）計画策定の趣旨

本県においては、あらゆる場を通じて人権教育・啓

発を推進するとともに、個別人権課題に積極的に取り

組んできましたが、不当な差別等の人権侵害がなお存

在しています。また、社会経済情勢の変化により、新

たな人権問題も生じてきており、より一層効果的な取

組みが求められています。

  

また、地方分権の推進に伴い、県は、国や市町等と

の新たな関係を構築するとともに、限られた財源をも

とに、自己決定と自己責任の原則に立ち、県民のニー

ズ、地域の実情、緊急性等に応じた独自の施策を効率

的に展開することが求められています。

  さらに、近年、県民の県政への参加意識が高まって

きており、人権教育・啓発の分野においても、情報公

開はもとより、政策立案過程における県民参画、実施

過程におけるボランティア団体やＮＰＯ等との協働

が求められています。

本県では、これらの課題を踏まえ、人権教育・啓発

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、本

基本計画を策定します。

（２）計画の基本理念

この計画は、県民一人ひとりが、学校や職場はもと

人権・同和政策課
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より家庭や地域のあらゆる場において実施される人

権教育・啓発を通じて、人権尊重の理念、すなわち、

すべての人が人権の享有主体であるとともに、お互い

を認め合いながら共に生きる、人権共存の考え方につ

いて正しく理解することにより、人権が尊重される社

会を構築し、すべての個人が自律した存在としてそれ

ぞれの幸福を最大限に追求することができる、平和で

豊かな社会の実現をめざすことを基本的理念としま

す。

３ 計画の性格

（１）「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に

関する本県の基本計画として、中長期的展望に立っ

て、今後の人権教育・啓発の基本方針と施策の方向を

定めるものであり、国の基本計画の趣旨を踏まえたも

のです。

（２）国連が、「誰一人取り残さない」社会を実現すべ

く 2015（平成 27）年に定めた「持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）」17 のゴールのすべてが人権分野に関連

したものであるが、この計画においては、特に次の 10
のゴールについて理念と方向性を同じくするもので

す。

貧困をなくそう

飢餓をゼロに

すべての人に健康と福祉を

質の高い教育をみんなに

ジェンダー平等を実現しよう

働きがいも経済成長も

人や国の不平等をなくそう

より家庭や地域のあらゆる場において実施される人

権教育・啓発を通じて、人権尊重の理念、すなわち、

人権共存の考え方について正しく理解することによ

り、人権が尊重される社会を構築し、すべての個人が

自律した存在としてそれぞれの幸福を最大限に追求

することができる平和で豊かな社会の実現をめざす

ことを基本的理念とします。

（３）計画の性格

① 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に

関する本県の基本計画として、中長期的展望に立っ

て、今後の人権教育・啓発の基本方針と施策の方向を

定めるものであり、国の基本計画の趣旨を踏まえたも

のです。

② 国連が、「誰一人取り残さない」社会を実現すべ

く 2015（平成 27）年に定めた「持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals））」17
のゴールのすべてが人権分野に関連したものである

が、この計画においては、特に次の 10 のゴールにつ

いて理念と方向性を同じくするものです。

貧困をなくそう

飢餓をゼロに

すべての人に健康と福祉を

質の高い教育をみんなに

ジェンダー平等を実現しよう

働きがいも経済成長も

人や国の不平等をなくそう
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住み続けられるまちづくりを

平和と公正をすべての人に

パートナーシップで目標を達成しよう

（３）「〇〇〇〇（次期総合計画）」との整合性を保ち、

本県の他のさまざまな施策に関する諸計画に対して

は、人権教育・啓発に係る基本的計画としての性格を

有するものです。

（削除）

住み続けられるまちづくりを

平和と公正をすべての人に

パートナーシップで目標を達成しよう

③ 「みんなでつくるせとうち田園都市・香川」実現

計画」との整合性を保ち、本県の他のさまざまな施策

に関する諸計画に対しては、人権教育・啓発に係る基

本的計画としての性格を有するものです。

④ 「人権教育のための国連 10 年」香川県行動計画」

を踏まえ、より充実した内容のものとするものです。
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第４章 人権教育・啓発の推進

１ 人権教育・啓発の意義と目的

（１） 人権教育

人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とす

る教育活動」を意味し（「人権教育及び人権啓発の推進

に関する法律」第２条）、「国民が、その発達段階に応

じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得

することができるよう」に行うことを旨としており

（同法第３条）、日本国憲法及び「教育基本法」並びに

国際人権規約、「児童の権利に関する条約」等の精神に

のっとり、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付く

よう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教

育を通じて推進されます。

学校教育については、それぞれの学校種の教育目的

や目標の実現に向けて、自分のよさや可能性を認識す

るとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊

重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を

乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の

創り手となることができるようにすることを目指す

教育活動を組織的・計画的に実施するものであり、こ

うした学校の教育活動全体を通じ、幼児児童生徒、学

生の発達段階に応じて、人権尊重の意識を高める教育

を行っていきます。

また、社会教育については、生涯学習の視点に立っ

て、学校外において、青少年のみならず、幼児から高

齢者に至るそれぞれのライフサイクルにおける多様

な教育活動を展開していくことを通じて、人権尊重の

意識を高める教育を行っていきます。

４ 人権教育・啓発の推進

（１）人権教育・啓発の意義と目的

ア  人権教育

人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とす

る教育活動」を意味し（「人権教育及び人権啓発の推進

に関する法律」第２条）、「国民が、その発達段階に応

じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得

することができるよう」にすることを旨としており

（同法第３条）、人権尊重の精神が正しく身に付くよ

う、地域の実情を踏まえつつ、学校教育と社会教育を

通じて推進されます。

学校教育については、それぞれの学校種の教育目的

や目標の実現をめざして、主体的・対話的で深い学び

による教育活動を組織的かつ計画的に実施するもの

であり、こうした学校の教育活動全体を通じ、幼児児

童生徒、学生の発達段階に応じて、人権尊重の意識を

高める教育を行っていきます。

また、社会教育については、生涯学習の視点に立っ

て、学校外において、青少年のみならず、幼児から高

齢者に至るそれぞれのライフサイクル（生涯過程）に

おける多様な教育活動を展開していくことを通じて、

人権尊重の意識を高める教育を行っていきます。

人権・同和教育課
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こうした学校教育及び社会教育における人権教育

によって、人々が、自らの権利を行使することの意義、

他者に対して公正・公平であり、その人権を尊重する

ことの必要性、さまざまな課題などについて学び、人

間尊重の精神を生活の中に生かしていくことが重要

です。

（２） 人権啓発

人権啓発とは、「国民の間に人権尊重の理念を普及

させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目

的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）」

を意味し（「人権教育及び人権啓発の推進に関する法

律」第２条）、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊

重の理念に対する理解を深め、これを体得することが

できるよう」に行うことを旨としています（同法第３

条）。そして、一人ひとりが人権を尊重することの重要

性を正しく認識し、これを前提として、自己の人権を

守ることのみならず、他者の人権にも十分に配慮した

行動がとれるようにすることを目的としています。

２ 人権教育・啓発の現状と課題

（１） 人権教育

本県では、学校や地域社会等におけるあらゆる学習

の場を通じて、人権教育に取り組んでいます。

学校教育においては、幼児児童生徒一人ひとりを大

切にした教育を進める中で、家庭や地域、校種間の連

携を図りながら、各教科や道徳科、特別活動、総合的

な学習（探究）の時間等で、発達段階に応じて、人権

の意義や大切さを教えています。

こうした学校教育と社会教育における人権教育に

よって、人々が、自らの権利を行使することの意義、

他者に対して公正・公平であり、その人権を尊重する

ことの必要性、さまざまな課題等について学び、人間

尊重の精神を生活の中に生かしていくことが重要で

す。

イ  人権啓発

人権啓発とは、「国民の間に人権尊重の理念を普及

させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目

的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）」

を意味し（「人権教育及び人権啓発の推進に関する法

律」第２条）、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊

重の理念に対する理解を深め、これを体得することが

できるよう」にすることを旨としています（同法第３

条）。すなわち、広く人権尊重思想の普及高揚を図るこ

とを目的に行われる研修、情報提供、広報活動等で人

権教育を除いたものであり、一人ひとりが人権を尊重

することの重要性を正しく認識し、これを前提として

他人の人権にも十分に配慮した行動がとれるように

することを目的としています。

（２）人権教育・啓発の現状と課題

ア 人権教育

本県では、学校や地域社会等におけるあらゆる学習

の場を通じて、人権教育に取り組んでいます。

学校教育においては、人権教育に関する種々の研修

を通じて教職員の資質向上を図りつつ、学習用指導資

料の配布や、人権教育の実践に対する指導助言等を通

じて、学校での人権教育の推進に努めています。各学

校においては、幼児児童生徒一人ひとりを大切にした

人権・同和政策課

人権・同和教育課
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しかし、こどもの学びが知識や理解で留まってお

り、人権教育を通じて育てたいこども像である「自分

の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動」へ

つながっていない面が見られます。

社会教育においては、学校や家庭、地域との連携を

大切にしながら、公民館等での研修講座や人権講演会

の実施、研修資料の配布等を行うことにより、人権教

育の推進に取り組んでいます。指導者育成について

も、社会教育指導者等に対する研修を通じて、その資

質向上に努めています。また、家庭はこどもの人権意

識を育てるうえで非常に重要な場であることから、小

学校等の保護者に対して、人権教育に関する家庭用資

料を配布するなど、家庭教育の支援に努めています。

しかし、近年、人権問題の複雑化・複合化が進む中

にあって、さらに総合的な推進が必要となっているこ

と、研修内容について改善の必要があることなどの課

題が指摘されています。

（２） 人権啓発

教育を進める中で、家庭や地域社会、校種間の連携を

図りながら、社会科をはじめとする各教科や道徳科、

特別活動、総合的な学習（探究）の時間等で、発達段

階に応じて、人権の意義や大切さを教えるとともに、

さまざまな人権課題についての正しい理解とその解

決に向けた学習を行っています。また、人権集会での

意見発表、障害者や高齢者との交流活動等の実践的取

組みも多くの学校で実施されています。

しかし、学校での人権教育については、人権に関す

る知的理解の深化と人権感覚の鋭敏化が片方に偏る

ことなく双方を進展させること等の課題が指摘され

ています。

社会教育においては、人権問題の解決に向け、一人

ひとりの人権意識を高めることができるよう、学校や

家庭・地域社会との連携を大切にしながら、公民館等

での研修講座の開催や各地域における人権講演会の

実施、研修資料や各種パンフレットの配布等を行うこ

とにより、家庭や地域社会の人々に対する人権教育の

推進に取り組んでいます。指導者育成についても、社

会教育指導者等に対する研修を通じて、その資質向上

に努めています。また、家庭は子どもの人権意識を育

てるうえで非常に重要な場であることから、小学校等

の保護者に対して、人権教育に関する家庭用指導資料

を配布するなど、家庭教育の支援に努めています。

しかし、近年、人権問題の複雑化・多様化が進む中

にあって、更に総合的な推進が必要となっているこ

と、知識伝達型の傾向が見られる研修内容について改

善の必要があること等の課題が指摘されています。

イ  人権啓発 人権・同和政策課
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本県では、広く県民を対象に、さまざまな啓発活動

を展開しています。具体的には、人権週間等節目とな

る機会をとらえて全県的な取組みを展開しているほ

か、イベント的要素を取り入れ明るく楽しい雰囲気の

中でより多くの人々に人権問題を考えてもらう「じん

けんフェスタ」の開催、街頭キャンペーンの実施、啓

発ポスター・パネル展の開催等、年間を通してさまざ

まな啓発活動を実施しています。啓発手法としては、

人権一般や個別の人権課題に応じて作成するリーフ

レット・パンフレット・啓発ポスター等の配布、人権

に関する講演会・研修会等の開催、新聞広報やテレビ・

ラジオのスポットの放送等のマスメディアの活用に

加え、Web や SNS などインターネットを活用した啓

発活動を行うなど、多種多様な手法を用いるととも

に、それぞれに創意工夫を凝らしています。また、人

権啓発のより一層効果的な推進を図るとの観点から、

国、市町、公益法人、民間団体、企業等と連携を図り

ながら、各種啓発活動を実施しています。

人権問題に関する調査からは、人権啓発活動に触れ

ることで、人権意識が高まるという結果が出ている一

方で、人権啓発活動を見聞きしたり、参加したことが

ない人の割合が依然として高く、人権啓発活動が県民

の多くに十分に届いていないことが課題となってい

ます。

３ 人権教育・啓発の基本的あり方

人権教育・啓発は、人権尊重社会の実現をめざして、

憲法や教育基本法等の国内法、人権関係の国際条約等

に即して推進していくべきものであり、その基本的あ

り方としては、計画策定の趣旨等を踏まえると、次の

本県では、広く県民を対象に、さまざまな啓発活動

を展開しています。具体的には、人権週間等節目とな

る機会をとらえて全県的な取組みを展開しているほ

か、イベント的要素を取り入れ明るく楽しい雰囲気の

中でより多くの人々に人権問題を考えてもらう「じん

けんフェスタ」の開催、街頭キャンペーンの実施、啓

発ポスター・パネル展の開催等、年間を通してさまざ

まな啓発活動を実施しています。啓発手法としては、

人権一般や個別の人権課題に応じて作成するリーフ

レット・パンフレット・啓発ポスター等の配布、人権

に関する講習会・研修会等の開催、新聞広報やテレビ・

ラジオのスポットの放送等のマスメディアを活用し

た啓発活動を行うなど、多種多様な手法を用いるとと

もに、それぞれに創意工夫を凝らしています。また、

人権啓発のより一層効果的な推進を図るとの観点か

ら、国、市町、公益法人、民間団体、企業等と連携を

図りながら、各種啓発活動を実施しています。

しかし、昨今、その内容や手法が必ずしも県民の関

心・共感を呼び起こすものになっていないことや、実

施主体間の連携が不十分であること等の問題点が指

摘されています。

（３）人権教育・啓発の基本的あり方

人権教育・啓発は、人権尊重社会の実現をめざして、

憲法や教育基本法等の国内法、人権関係の国際条約等

に即して推進していくべきものであり、その基本的あ

り方としては、計画策定の趣旨等を踏まえると、次の

人権・同和政策課
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ような点を挙げることができます。

（１）発達段階に応じた創意工夫

人権教育・啓発に当たっては、人権の意義や重要性

を正しく理解するとともに、それらを直感的に捉える

人権感覚を育み、様々な人権問題を自己のこととして

捉える意識を広く社会に根付かせ、各人の日常生活に

おける行動変容につなげることが極めて重要です。こ

のため、対象者の発達段階に応じながら、その対象者

の日常生活の経験等を具体的に取り上げるなど、創意

工夫を凝らしていく必要があります。その際、人格が

形成される早い時期から、人権尊重の精神の芽生えが

感性としてはぐくまれるよう努める必要があります。

（２）効果的な手法の採用

人権教育・啓発の手法については、法の下の平等、

個人の尊重といった人権一般の普遍的な視点からの

アプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視

点からのアプローチとがあり、この両者があいまって

人権尊重の理念についての理解が深まっていくもの

と考えられます。この両者に十分配慮しながら、人権

教育・啓発を進めていく必要がありますが、個別的な

視点からのアプローチに当たっては、地域の実情等を

踏まえるとともに、人権課題に関する正しい知識の

下、物事を合理的に判断する精神を身に付けることが

できるように働きかける必要があります。

（３）変化に対応した啓発媒体の採用

人権教育・啓発の媒体としては、マスメディアの果

たす役割は大きく、多くの県民に効果的に人権尊重の

ような点を挙げることができます。

ア 発達段階に応じた創意工夫

人権教育・啓発に当たっては、人権の意義や重要性

が知識として確実に身につき、人権問題を直感的にと

らえる感性や日常生活において人権への配慮がその

態度や行動に現れるような人権感覚が十分に身に付

くようにしていくことが極めて重要です。このため、

対象者の発達段階に応じながら、その対象者の日常生

活の経験等を具体的に取り上げるなど、創意工夫を凝

らしていく必要があります。その際、人格が形成され

る早い時期から、人権尊重の精神の芽生えが感性とし

てはぐくまれるよう努める必要があります。

イ 効果的な手法の採用

人権教育・啓発の手法については、法の下の平等、

個人の尊重といった人権一般の普遍的な視点からの

アプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視

点からのアプローチとがあり、この両者があいまって

人権尊重の理念についての理解が深まっていくもの

と考えられます。この両者に十分配慮しながら、人権

教育・啓発を進めていく必要がありますが、個別的な

視点からのアプローチに当たっては、地域の実情等を

踏まえるとともに、人権課題に関して正しく理解し、

物事を合理的に判断する精神を身に付けることがで

きるように働きかける必要があります。

ウ 変化に対応した啓発媒体の採用

教育・啓発の媒体としては、マスメディアの果たす

役割は大きく、多くの県民に効果的に人権尊重の理念
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理念の重要性を伝えるためには、マスメディアの有効

な活用が不可欠です。一方で、近年はスマートフォン

の普及やインターネット利用者の増加により、県民が

インターネットを通じて情報を得る機会が大幅に増

えています。

このため、人権教育・啓発においては、マスメディ

アなどの従来型のメディアとインターネット上のメ

ディアとのベストミックスを図ることが効果的です。

媒体の選定に当たっては、当該媒体の特性を十分考慮

し、その効果を最大限に活用することが大切です。

（４）多様な機会の提供

人権教育・啓発は、県民の一人ひとりの生涯の中で、

学校や職場はもとより家庭や地域のあらゆる場を通

じて実施されることにより効果を上げるものと考え

られます。従って、人権教育・啓発の各実施主体は、

人権に関する多様な学習機会を県民に提供すること

が重要です。

（５）県民参加の促進と行政の中立性の確保

人権教育・啓発は、本来社会を構成する人々の相互

の間で自発的に取り組まれるべきものであり、県民一

人ひとりが自分自身の課題として人権尊重の理念に

ついての理解を深めるよう努める必要があります。こ

のため、人権教育・啓発の推進に当たっては、県民の

主体的な参加を促進するとともに、その内容はもとよ

り実施の方法等においても、中立性が確保され、県民

から幅広く理解と共感を得られるものである必要が

あります。また、人権教育・啓発は、県民一人ひとり

の心のあり方に密接に関わる問題であることから、そ

の自主性を尊重し、押しつけにならないように十分留

の重要性を伝えるためには、マスメディアの有効な活

用が不可欠です。媒体の選定に当たっては、当該媒体

の特性を十分考慮し、その効果を最大限に活用するこ

とが大切です。

近年、スマートフォンからのインターネット利用者

の増加に伴い、インターネット空間における情報の価

値が相対的に高くなってきています。このため、啓発

媒体としてインターネットを有効に活用する必要が

あります。

エ 多様な機会の提供

人権教育・啓発は、県民の一人ひとりの生涯の中で、

学校や職場はもとより家庭や地域のあらゆる場を通

じて実施されることにより効果を上げるものと考え

られます。従って、人権教育・啓発の各実施主体は、

人権に関する多様な学習機会を県民に提供すること

が重要です。

オ 県民参加の促進と行政の中立性の確保

人権教育・啓発は、本来社会を構成する人々の相互

の間で自発的に取り組まれるべきものであり、県民一

人ひとりが自分自身の課題として人権尊重の理念に

ついての理解を深めるよう努める必要があります。こ

のため、人権教育・啓発の推進に当たっては、県民の

主体的な参加を促進するとともに、その内容はもとよ

り実施の方法等においても、県民から幅広く理解と共

感を得られるよう、行政の主体性や中立性を厳に確保

することが重要です。なお、人権教育・啓発は、県民

一人ひとりの心のあり方に密接に関わる問題である

ことから、行政はもとより民間団体等においても、押
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意する必要があります。

（６）実施主体間の連携

人権教育・啓発は、さまざまな実施主体によって行

われています。今日、人権問題がますます複雑化・複

合化する傾向にある中で、これをより一層総合的かつ

効果的に推進していくためには、これら人権教育・啓

発の各実施主体がそれぞれの役割と責任を踏まえた

うえで、相互に有機的かつ補完的な関係を構築できる

よう連携を強化することが重要です。

（７）評価を踏まえた取組み

人権教育・啓発を効果的に推進するためには、取組

みの必要性や有効性等を客観的に評価し、次なる取組

みに反映させることが重要です。

また、差別意識の解消に向けた人権教育・啓発に当

たっては、これまでの人権教育や啓発活動の中で積み

上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏

まえることが重要です。

このため、ＰＤＣＡ（Plan、Do、Check、Action）
サイクルを導入し、定期的な見直し、改善を図ること

で、より効果的な人権教育・啓発を推進していく必要

があります。

（８）特定の職業に従事する者に対する人権教育・啓

発の強化

公務員、教職員、警察職員等の人権にかかわりの深

い特定の職業に従事する者は、人権尊重の理念を十分

理解したうえで、それぞれの業務に当たる必要があり

しつけにならないように十分留意する必要がありま

す。

カ  実施主体間の連携

人権教育・啓発は、さまざまな実施主体によって行

われています。今日、人権問題がますます複雑化・多

様化する傾向にある中で、これをより一層総合的かつ

効果的に推進していくためには、これら人権教育・啓

発の各実施主体がそれぞれの役割と責任を踏まえた

うえで、相互に有機的かつ補完的な関係を構築できる

よう連携を強化することが重要です。

キ 評価を踏まえた取組み

人権教育・啓発を効果的に推進するためには、取組

みの必要性や有効性等を客観的に評価し、次なる取組

みに反映させることが重要です。

また、差別意識の解消に向けた教育・啓発に当たっ

ては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げ

られてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ

ることが重要です。

このため、ＰＤＣＡ（Plan、Do、Check、Action）
サイクルを導入し、定期的な見直し、改善を図ること

で、より効果的な教育・啓発を推進していく必要があ

ります。

ク 特定の職業に従事する者に対する人権教育・啓発

の強化

公務員、教職員、警察職員等の人権にかかわりの深

い特定の職業に従事する者は、人権尊重の理念を十分

理解したうえで、それぞれの業務に当たる必要があり
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ます。従って、人権教育・啓発の推進に当たっては、

これらの者に対する研修等の取組みを強化すること

が重要です。

４ 人権教育・啓発の推進方策

（１）  人権教育

人権教育は、学校教育と社会教育のあらゆる場を通

じて、相互の密接な連携のもと、総合的かつ計画的に

推進されなければなりません。このため、県教育委員

会では、2003（平成 15）年３月に、これからの人権教

育推進の指針として、「香川県人権教育基本方針」を策

定しました。今後も、この基本方針に基づき、人権教

育の積極的な推進に努めます。

ア 学校教育における人権教育

学校教育においては、学校（園・所）における推進

体制を確立するとともに、人権教育を教育計画に位置

付けたうえで、保育や各教科、道徳科、特別活動等の

特性に配慮しながら、これまでの同和教育の成果を生

かしつつ、次のような基本的な考え方のもと、教育活

動全体を通じて推進します。

① 理解・認識の深化と意欲・態度の育成に向けた指

導の充実

人権についての理解と認識を深め、人権を尊重する

意欲や態度を育成するため、指導内容や方法の充実に

努めます。そのため、学校（園・所）においては、人

権課題の当事者による講演会や人権フィールドワー

クをはじめとする、人権の意義やさまざまな人権課題

の理解に役立つ学習活動を取り入れたり、ボランティ

ア活動やアクティビティ等に主体的に取り組む参加

ます。従って、人権教育・啓発の推進に当たっては、

これらの者に対する研修等の取組みを強化すること

が重要です。

（４）人権教育・啓発の推進方策

ア  人権教育

人権教育は、学校教育と社会教育のあらゆる場を通

じて、相互の密接な連携のもと、総合的かつ計画的に

推進されなければなりません。このため、県教育委員

会では、2003（平成 15）年３月に、これからの人権教

育推進の指針として、「香川県人権教育基本方針」を策

定しました。今後も、この基本方針に基づき、人権教

育の積極的な推進に努めます。

（ア）学校教育における人権教育

学校教育においては、学校（園・所）における推進

体制を確立するとともに、人権教育を教育計画に位置

付けたうえで、保育や各教科、道徳科、特別活動等の

特性に配慮しながら、これまでの同和教育の成果を生

かしつつ、次のような基本的な考え方のもと、教育活

動全体を通じて推進します。

① 理解・認識の深化と意欲・態度の育成に向けた指

導の充実

人権についての理解と認識を深め、人権を尊重する

意欲や態度を育成するため、指導内容や方法の充実に

努めます。そのため、学校（園・所）においては、人

権課題の当事者による講演会や人権フィールドワー

クをはじめとする、人権の意義やさまざまな人権課題

の理解に役立つ学習活動を取り入れたり、ボランティ

ア活動やアクティビティ等に主体的に取り組む参加

人権・同和教育課
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体験型学習を導入したりするなど、多様な教育実践の

推進に努めます。また、幼児児童生徒が日常生活の中

の不合理を敏感に感じ取る人権感覚を持ち、それが人

権尊重の態度として自然に現れるような指導方法の

開発に努めます。さらに、これらの取組みを促進する

ため、指導資料を整備するとともに、学校（園・所）

に対する実践事例及び学習教材等の情報提供や、その

活用についての指導助言を行います。

② 人権意識の基礎の育成に向けた指導の充実

人権意識を身に付けるための基礎を培うため、人権

尊重の視点に立った教育指導や学校運営の充実に努

めます。そのため、学校（園・所）においては、自己

をかけがえのない存在として認識する中で、人権がす

べての人に保障され、尊重されなければならないとい

うことを認識できるよう、自尊感情の育成に向けた支

援のあり方についての工夫や、いじめや仲間はずれ等

のない、相互の違いも含め認めあうことのできる仲間

づくりを進めます。また、個に応じた学習指導や、一

人ひとりの人権を大切にした学校運営を通じて、安心

して楽しく学ぶことのできる環境づくりを推進しま

す。

③ 地域社会等との連携の強化

ボランティア活動等の多様な体験活動や、地域の

人々との交流機会の充実等を通じて、人権教育を効果

的に推進するため、地域社会との連携の強化を図りま

す。また、学校（園・所）においては、家庭における

人権教育の重要性を示しながら、家庭の協力のもとに

人権教育を推進できるよう、保護者との連携に努めま

体験型学習を導入したりするなど、多様な教育実践の

推進に努めます。また、幼児児童生徒が日常生活の中

の不合理を敏感に感じ取る人権感覚を持ち、それが人

権尊重の態度として自然に現れるような指導方法の

開発に努めます。さらに、これらの取組みを促進する

ため、指導資料を整備するとともに、学校（園・所）

に対する実践事例及び学習教材等の情報提供や、その

活用についての指導助言を行います。

② 人権意識の基礎の育成に向けた指導の充実

人権意識を身に付けるための基礎を培うため、人権

尊重の視点に立った教育指導や学校運営の充実に努

めます。そのため、学校（園・所）においては、自己

をかけがえのない存在として認識する中で、人権がす

べての人に保障され、尊重されなければならないとい

うことを認識できるよう、自尊感情の育成に向けた支

援のあり方についての工夫や、いじめや仲間はずれ等

のない、相互の違いも含め認めあうことのできる仲間

づくりを進めます。また、個に応じた学習指導や、一

人ひとりの人権を大切にした学校運営を通じて、安心

して楽しく学ぶことのできる環境づくりを推進しま

す。

③ 地域社会等との連携の強化

社会奉仕活動等の多様な体験活動や、地域の人々と

の交流機会の充実等を通じて、人権教育を効果的に推

進するため、地域社会との連携の強化を図ります。ま

た、学校（園・所）においては、家庭における人権教

育の重要性を示しながら、家庭の協力のもとに人権教

育を推進できるよう、保護者との連携に努めます。さ
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す。さらに、幼児児童生徒の発達段階を考慮しながら、

適時性・系統性を踏まえた一貫性ある指導が行えるよ

う、保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・

高等学校・特別支援学校の連携を推進します。

④ 大学等における人権教育への協力

大学等においては、人権尊重の理念についての理解

をさらに深め、それまでの教育の成果を確かなものと

することが重要です。また、大学等は、社会のさまざ

まな分野での人材養成を担っているという観点から

も人権教育の一層の充実が求められています。このた

め、大学等の自主的判断により、法学教育等のさまざ

まな分野において、人権教育に関する取組みに一層の

配慮がなされるよう、情報提供等の協力に努めます。

⑤ 教職員研修の充実

すべての教職員は、人権尊重の理念に関する十分な

理解と認識をもつとともに、幼児児童生徒に対する人

権教育の実践的指導力を身に付ける必要があります。

そのため、人権や人権問題についての知識・理解を深

める研修や、指導方法等に関する研修の充実に努めま

す。

⑥ 評価の実施

講座内容等に関する参加者からの意見・感想の集約

や、幼児児童生徒の変容の把握、教職員間での授業研

究等を通じて実践に対する評価を行い、今後の取組み

に反映させます。

イ 社会教育における人権教育

社会教育においては、生涯学習の視点に立ち、人権

らに、幼児児童生徒の発達段階を考慮しながら、適時

性・系統性を踏まえた一貫性ある指導が行えるよう、

保育所・幼稚園・こども園・小学校・中学校・高等学

校・特別支援学校の連携を推進します。

④ 大学等における人権教育への協力

大学等においては、人権尊重の理念についての理解

を更に深め、それまでの教育の成果を確かなものとす

ることが重要です。また、大学等は、社会のさまざま

な分野での人材養成を担っているという観点からも

人権教育の一層の充実が求められています。このた

め、大学等の自主的判断により、法学教育等のさまざ

まな分野において、人権教育に関する取組みに一層の

配慮がなされるよう、情報提供等の協力に努めます。

⑤ 教職員研修の充実

すべての教職員は、人権尊重の理念に関する十分な

理解と認識をもつとともに、幼児児童生徒に対する人

権教育の実践的指導力を身に付ける必要があります。

そのため、人権や人権問題についての知識・理解を深

める研修や、指導方法等に関する研修の充実に努めま

す。

⑥ 評価の実施

講座内容等に関する参加者からの意見・感想の集約

や、幼児児童生徒の変容の把握、教職員間での授業研

究等を通じて実践に対する評価を行い、今後の取組み

に反映させます。

（イ）社会教育における人権教育

社会教育においては、生涯学習の視点に立ち、人権
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問題を単に知識として学ぶだけでなく、すべての人が

豊かな人権感覚を身に付けることができるよう、次の

ような基本的な考え方のもと、人権教育を推進しま

す。

① 理解・認識の深化と意欲・態度の育成に向けた学

習の充実

人権についての理解と認識を深め、人権を尊重する

意欲や態度を育成するため、学習内容や方法の充実に

努めます。そのため、知識・理解のみにとどまらず、

差別をなくし人権を尊重する姿勢が身に付くよう、公

民館等での講演会や現地での学習会等のほか、ボラン

ティア活動等、主体的に取り組む体験活動を取り入れ

た学習の推進に努めます。

また、日常生活において、人権尊重意識に基づく態

度や行動が無意識のうちに現れるよう、人権感覚を育

成する学習プログラムの開発に努めます。そして、効

果的な学習方法や実践事例及び指導資料等について

市町等に情報提供を行うとともに、その活用について

の指導助言を行います。

② 人権意識形成のための家庭教育の充実

家庭は、幼児期における自尊感情の育成やこどもの

成長過程における人権意識の形成のために重要な場

であることから、家庭教育の充実を図ります。保護者

が差別や偏見を許さないという姿勢をこどもに示す

ことは特に重要であるため、保護者に対する学習機会

の充実や、家庭用指導資料の整備、家庭教育に役立つ

さまざまな情報の提供に努めます。また、保護者等に

対する子育ての不安や悩みについての相談体制の充

問題を単に知識として学ぶだけでなく、すべての人が

豊かな人権感覚を身に付けることができるよう、次の

ような基本的な考え方のもと、人権教育を推進しま

す。

① 理解・認識の深化と意欲・態度の育成に向けた学

習の充実

人権についての理解と認識を深め、人権を尊重する

意欲や態度を育成するため、学習内容や方法の充実に

努めます。そのため、知識・理解のみにとどまらず、

差別をなくし人権を尊重する姿勢が身に付くよう、公

民館等での講演会や現地での学習会等のほか、ボラン

ティア活動等、主体的に取り組む体験活動を取り入れ

た学習の推進に努めます。

また、日常生活において、人権尊重意識に基づく態

度や行動が無意識のうちに現れるよう、人権感覚を育

成する学習プログラムの開発に努めます。そして、効

果的な学習方法や実践事例及び指導資料等について

市町等に情報提供を行うとともに、その活用について

の指導助言を行います。

② 人権意識形成のための家庭教育の充実

家庭は、幼児期における自尊感情の育成や子どもの

成長過程における人権意識の形成のために重要な場

であることから、家庭教育の充実を図ります。保護者

が差別や偏見を許さないという姿勢を子どもに示す

ことは特に重要であるため、保護者に対する学習機会

の充実や、家庭用指導資料の整備、家庭教育に役立つ

さまざまな情報の提供に努めます。また、保護者等に

対する子育ての不安や悩みについての相談体制の充
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実等を図ります。

③ 多様な学習機会の提供

県民の主体的な参加を促進するため、身近な課題や

地域の実情に応じたテーマを取り入れ、ボランティア

活動等の体験活動や参加体験型学習、人権に関する行

事等の企画運営に携わる参画型の学習を導入したり

するなど、学習内容を創意工夫することにより、多様

で魅力ある学習機会の提供を図ります。

④ 国や市町等との連携の強化

各実施主体の協力関係のもと、施策を総合的かつ効

果的に推進するため、国や市町及び社会教育団体との

連携に努めます。また、地域の実態に応じた人権教育

を進めるため、学校（園・所）・家庭・地域間の連携を

促進します。

⑤ 指導者の養成と資質向上

地域社会における人権教育の推進は、指導者が担う

ところが大きいことから、研修講座や指導資料等の充

実を図ることにより、指導者の養成と資質向上に努め

ます。

⑥ 評価の実施

講座内容や運営方法に関する、参加者からのアンケ

ートによる意見・感想の集約等を通じて、実践に対す

る評価を行い、今後の取組みに反映させます。

（２）人権啓発

人権啓発は、その内容はもとより実施の方法におい

ても、県民から幅広く理解と共感が得られるものでな

実等を図ります。

③ 多様な学習機会の提供

県民の主体的な参加を促進するため、身近な課題や

地域の実情に応じたテーマを取り入れたり、社会奉仕

活動等の体験活動や参加体験型学習、人権に関する行

事等の企画運営に携わる参画型の学習を導入するな

ど、学習内容を創意工夫することにより、多様で魅力

ある学習機会の提供を図ります。

④ 国や市町等との連携の強化

各実施主体の協力関係のもと、施策を総合的かつ効

果的に推進するため、国や市町及び社会教育団体との

連携に努めます。また、地域の実態に応じた人権教育

を進めるため、学校（園・所）・家庭・地域間の連携を

促進します。

⑤ 指導者の養成と資質向上

地域社会における人権教育の推進は、指導者が担う

ところが大きいことから、研修講座や指導資料等の充

実を図ることにより、指導者の養成と資質向上に努め

ます。

⑥ 評価の実施

講座内容や運営方法に関する、参加者からのアンケ

ートによる意見・感想の集約等を通じて、実践に対す

る評価を行い、今後の取組みに反映させます。

イ 人権啓発

人権啓発は、その内容はもとより実施の方法におい

ても、県民から幅広く理解と共感が得られるものでな

人権・同和政策課
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ければなりません。このため、次のような基本的な考

え方のもと、人権啓発を推進します。

ア 権利の享有主体であることの認識を得ることの

できる人権啓発

内閣府が実施している「人権擁護に関する世論調

査」によれば、８割を超える人が、基本的人権が侵す

ことのできない永久の権利として憲法で保障されて

いることについて、「知っている」と答えています。一

方で、依然として「知らない」と答えている人もいる

ことから、引き続き、認知度の向上を目指し、憲法を

はじめとした人権に関わる国内法令や国際条約の周

知を図るなど、人権に関する基本的な知識の普及に努

めます。

また、これまで行われてきた人権啓発は、人権侵害

を受けやすいとされる人々をグループ化し、その対象

となる人々に対する偏見や差別はあってはならない

という意識を社会に広めることに主眼を置いてきま

した。

このような視点からの人権啓発は今後も重要です

が、加えて、全ての人々が権利の享有主体であるとい

うことを認識しつつ行動することができるような人

権啓発が求められています。

自らが、そして相手が権利の主体であることを実感

をもって理解することは、社会生活のあらゆる場面に

おいて、自己と異なる他者を認め、それを尊重し、お

互いの幸福のためにどうすべきかを考える態度につ

ながっていきます。このような多様性・包摂性が確保

された社会を実現するため、全ての人々が権利の享有

主体であることを認識し得る人権啓発を推進します。

ければなりません。このため、次のような基本的な考

え方のもと、人権啓発を推進します。

（ア）社会情勢を踏まえた内容の充実

内閣府が 2017（平成 29）年 10 月に実施した「人権

擁護に関する世論調査」では、憲法施行後 70 年以上

を経過した今日においても、基本的人権が侵すことの

できない永久の権利として憲法で保障されているこ

とについて、18.6％の人が知らないと答えています。

このため、憲法をはじめとした人権に関わる国内法令

や国際条約の周知を図るなど、人権に関する基本的な

知識の普及に努めます。

また、近年、インターネットを用いた誹謗中傷やい

じめにより自殺に追い込まれる事案、児童虐待による

傷害や死亡の事案、ストーカー行為を伴う殺傷事案な

ど、人の生命を尊重する意識が薄れてきていることが

指摘されています。このため、生命の尊さ・大切さや、

自己がかけがえのない存在であると同時に他人もか

けがえのない存在であること、他人との共生・共感の

大切さを真に実感できるような取組みを進めます。

さらに、世間体や他人の思惑を過度に気にする一般

的な風潮や横並び意識の存在等が安易な事なかれ主

義に流れたり、人々の目を真の問題点から背けさせる

要因となり、各種差別の解消を妨げている側面がある

ことから、これらの風潮や意識の是正を図ることが必

要です。このため、異なる個性を前提とし、互いの違

いを認め、尊重しあうことの大切さについて県民に訴

えかけます。
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イ 県民参加型の啓発活動の実施

県民一人ひとりに人権尊重の理念を普及し、それに

対する県民の理解を深めるため、県民参加型の人権啓

発イベントを国、市町、関係団体、ＮＰＯ等と連携し

て開催するとともに、各課題別の啓発活動を定期的か

つ重点的に実施します。

また、ボランティア団体やＮＰＯ等による啓発活動

を促進し、県民が幅広く人権問題について主体的に考

え、体験できる機会の充実に努めるとともに、県民参

加型の啓発活動に役立つ教材や資料等について、人権

教育担当部門と連携しながら充実を図ります。

ウ 親しみやすくわかりやすい情報の発信

情報の発信に当たっては、啓発対象となる年齢層等

を考慮し、具体的な事例を活用しながら、県民の視覚

や感性に訴えるものにするなど、県民に親しみやすい

ものとするとともに、民間の斬新なアイデアや手法を

活用するなどして創意工夫を凝らし、明瞭でわかりや

すいものとするよう努めます。また、より多くの県民

に効率的に人権尊重の理念の重要性を伝えるため、テ

レビ、ラジオ、新聞等のマスメディアやインターネッ

トを活用した啓発活動を推進します。

エ 人権啓発の拠点施設の活用

人権啓発は社会を構成する人々の相互の間で取り

組まれるべきものであることから、最終的な人権啓発

の主体は県民であると言えます。このため、地域のコ

ミュニティ施設である公民館や隣保館等が、住民に身

近な人権啓発の拠点としての機能を十分に果たすこ

とができるよう支援に努めます。

（イ）県民参加型の啓発活動の実施

県民一人ひとりに人権尊重の理念を普及し、それに

対する県民の理解を深めるため、県民参加型の人権啓

発イベントを国、市町、関係団体、ＮＰＯ等と連携し

て開催するとともに、各課題別の啓発活動を定期的か

つ重点的に実施します。

また、ボランティア団体やＮＰＯ等による啓発活動

を促進し、県民が幅広く人権問題について主体的に考

え、体験できる機会の充実に努めるとともに、県民参

加型の啓発活動に役立つ教材や資料等について、人権

教育担当部門と連携しながら充実を図ります。

（ウ）親しみやすくわかりやすい情報の発信

情報の発信に当たっては、啓発対象となる年齢層等

を考慮し、具体的な事例を活用しながら、県民の視覚

や感性に訴えるものにするなど、県民に親しみやすい

ものとするとともに、民間の斬新なアイデアや手法を

活用するなどして創意工夫を凝らし、明瞭でわかりや

すいものとするよう努めます。また、より多くの県民

に効率的に人権尊重の理念の重要性を伝えるため、テ

レビ、ラジオ、新聞等のマスメディアやインターネッ

トを活用した啓発活動を推進します。

（エ）人権啓発の拠点施設の活用

人権啓発は社会を構成する人々の相互の間で取り

組まれるべきものであることから、最終的な人権啓発

の主体は県民であると言えます。このため、地域のコ

ミュニティ施設である公民館や隣保館等が、住民に身

近な人権啓発の拠点としての機能を十分に果たすこ

とができるよう支援に努めます。
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また、県民一人ひとりが人権尊重の理念についての

理解を深めることができるよう、本県の人権啓発の拠

点施設である「香川県人権啓発展示室」の利用の促進

を図ります。

オ 関係機関等との連携の強化と協働の推進

各実施主体の協力関係のもと、施策を総合的かつ効

果的に推進するため、市町等で構成する「香川県人権

啓発推進会議」や高松法務局等で構成する「香川県人

権啓発活動ネットワーク協議会」などとの連携を強化

します。また、ボランティア団体やＮＰＯなどの民間

団体についても、人権啓発の実施主体として重要な一

翼を担っていくことが期待されていることから、それ

ぞれの役割や立場を尊重しつつ、協働の推進に努めま

す。

カ 企業における人権啓発の支援

国においては、企業活動における人権尊重の促進を

図ることを目的として、2020（令和 2）年から「『ビジ

ネスと人権』に関する行動計画」を策定しており、各

企業等は、本計画を踏まえて、それぞれ人権方針を策

定し、人権デュー・ディリジェンスを導入・実践して

いくことや、効果的な苦情処理の仕組みを通じて救済

を図ることなどが期待されています。

各企業に期待されている人権尊重の取組みの促進

が図られるよう、啓発資料や研修の機会の提供等を通

じ、企業における啓発活動が充実するよう支援に努め

ます。

キ 指導者等の養成・活用

また、県民一人ひとりが人権尊重の理念についての

理解を深めることができるよう、本県の人権啓発の拠

点施設である「香川県人権啓発展示室」の利用の促進

を図ります。

（オ）関係機関等との連携の強化と協働の推進

各実施主体の協力関係のもと、施策を総合的かつ効

果的に推進するため、市町等で構成する「香川県人権

啓発推進会議」や高松法務局等で構成する「香川県人

権啓発活動ネットワーク協議会」等との連携を強化し

ます。また、ボランティア団体やＮＰＯ等の民間団体

についても、人権啓発の実施主体として重要な一翼を

担っていくことが期待されていることから、それぞれ

の役割や立場を尊重しつつ、協働の推進に努めます。

（カ）企業における人権啓発の支援

人権が企業活動を含めてあらゆる活動の国際基準

として尊重されるすう勢にあることから、企業は、

個々の実情や方針等に応じて、自主的、計画的、継続

的に事業所内における啓発活動を展開することが大

切です。また、事業所の規模等に応じて人権啓発のた

めの運営体制を構築することも重要です。このため、

啓発資料の作成や提供等を通じ、企業における啓発活

動が充実するよう支援に努めます。

（キ）指導者等の養成・活用
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県民一人ひとりの人権尊重の理念についての理解

を深めるためには、地域や職場等に密着したきめ細か

な啓発活動を粘り強く実施していくことが重要です。

このため、啓発の中核的な役割を担う指導者等の養成

や資質の向上に努めるとともに、各人権課題別の専門

家等の情報を収集・整理し、その活用を図ります。

ク 評価の実施

県民の人権問題に関する意識調査、各啓発活動の参

加者からのアンケートによる意見・感想の集約等を通

じて、実践に対する評価を行い、今後の取組みに反映

させます。

県民一人ひとりの人権尊重の理念についての理解

を深めるためには、地域や職場等に密着したきめ細か

な啓発活動を粘り強く実施していくことが重要です。

このため、啓発の中核的な役割を担う指導者等の養成

や資質の向上に努めるとともに、各人権課題別の専門

家等の情報を収集・整理し、その活用を図ります。

（ク）評価の実施

県民の人権問題に関する意識調査、各啓発活動の参

加者からのアンケートによる意見・感想の集約等を通

じて、実践に対する評価を行い、今後の取組みに反映

させます。
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第５章 人権課題への対応

１ 課題横断的な人権課題

インターネットをはじめとした情報化社会の急速

な進展は、多くの利用者に利便性をもたらし、人々の

生活を豊かにした一方で、スマートフォンの普及や情

報の拡散力が圧倒的に高い SNS の利用拡大のほか、

その匿名性、情報発信の容易さから、インターネット

上での人権侵害の態様は大きく変化しており、個人に

対する誹謗中傷、名誉棄損、プライバシー侵害のほか、

差別を助長する表現の掲載、こどもの性被害など、人

権に関わるさまざまな問題が急速に深刻化していま

す。

これらのインターネット上の人権侵害は、どの個別

人権課題にも共通する密接かつ横断的に関わる問題

となっており、この問題を解消することは、個別人権

課題を解消する上でも不可欠となっていることから、

これを課題横断的な人権課題とし、個別人権課題に対

する取組みと連携しながら、人権教育・啓発を総合的

に推進する必要があります。

また、個別の人権課題である障害、国籍、性別など、

複数の属性が重なることにより生じる、複合的又は加

重的な差別、いわゆる「複合差別」についても、その

被害の深刻化が懸念されています。

こうした状況を踏まえ、それぞれの人権課題に対す

る理解を一層深めるとともに、多様性を相互に認め合

い、尊重しあえる社会づくりが求められています。

（１）インターネット上の人権侵害

５ 個別人権課題への対応

（10）インターネットを用いた人権侵害

人権・同和政策課
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ア 現状と課題

国では、インターネットでの情報の流通によって人

権侵害が発生した場合のプロバイダ等の責任範囲や

発信者情報の開示を請求する権利を定めた「特定電気

通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」を制

定し、2002(平成 14)年５月に施行しました。2021(令
和３)年４月には、発信者情報の開示に係る新たな裁判

手続きを創設するなどの一部改正を行い、さらに2024
（令和６）年５月には、インターネット上の違法・有

害情報の流通が社会問題になっていることを踏まえ、

被害者救済と発信者の表現の自由との権利・利益のバ

ランスに配慮しつつ、権利侵害等に適切に対処するた

め、大規模プラットフォーム事業者に対して侵害情報

への対応の迅速化と、削除基準の策定・公表等による

運用状況の透明化を義務づける一部改正を行うとと

もに、法律名も「特定電気通信による情報の流通によ

って発生する権利侵害等への対処に関する法律（情報

流通プラットフォーム対処法）」に改め、2025（令和

７）年４月から施行しています。

また、インターネット上の誹謗中傷の実態に厳正に

対処するとして、2022（令和４）年７月に侮辱罪の法

定刑が引き上げられました。

本県では、他人の人権を侵害する悪質な情報発信に

対しては、憲法の保障する表現の自由に十分配慮しな

がら、プロバイダなどに対して当該情報等の停止・削

除を申し入れるなどの対応を行っています。また、情

ア  現状と課題

インターネットの普及に伴い、その匿名性、情報発

信の容易さから、インターネット上において、個人の

名誉やプライバシーの侵害、差別を助長する表現等、

人権に関するさまざまな問題が発生しています。

国では、インターネットでの情報の流通によって人

権侵害が発生した場合のプロバイダ等の責任範囲や

発信者情報の開示を請求する権利を定めた「特定電気

通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律」を制定し、2002(平成 14)年５

月に施行しました。

本県では、他人の人権を侵害する悪質な情報発信に

対しては、憲法の保障する表現の自由に十分配慮しな

がら、プロバイダ等に対して当該情報等の停止・削除

を申し入れるなど、業界の自主規制を促すことにより

人権・同和政策課
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報流通プラットフォーム対処法の施行後は、同法に基

づいた削除申出を進めるとともに、同法による指定を

受けていない事業者には業界が定める自主規制の遵

守を促すことにより個別的な対応を図っています。

その結果、事業者による削除は一定進んでいるもの

の、発信者に匿名性があり、情報発信が技術的・心理

的に容易にできるといった面があることから、他人を

誹謗中傷する表現や差別を助長する表現等の個人や

集団にとって有害な情報の掲載等が後を絶ちません。

こうした状況を踏まえ、インターネット利用に関す

る教育・啓発の推進と相談支援の充実を図るととも

に、侵害情報の迅速な削除に向けた取組みを一層推進

する必要があります。

イ 施策の方向

お互いの人権が尊重され、差別と偏見のない人権尊

重の社会を実現するため、誹謗中傷や不当な差別はい

かなる場合も決して許されないとの認識の下、表現の

自由に十分な配慮を行いつつ、市町、関係機関・団体

と連携・協力して、インターネット上の人権侵害への

対策を推進します。

① 人権意識をもったインターネット利用の啓発活

動の推進

県民一人ひとりが、個人のプライバシーや名誉など

の人権に関する正しい理解と認識を深め、人権意識を

もってインターネットを利用することができるよう、

関係機関と連携して啓発活動を積極的に推進します。

また、情報モラルや情報リテラシーの向上を図る取

組みを推進します。

個別的な対応を図っています。

  しかし、発信者に匿名性があり、情報発信が技術的・

心理的に容易にできるといった面があることから、他

人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現等の個

人や集団にとって有害な情報の掲載等が後を絶ちま

せん。

  こうした状況を踏まえ、個人のプライバシーや名誉

についての正しい理解と認識を促進することが必要

です。

イ  施策の方向

一般のインターネット利用者やプロバイダ等が個

人のプライバシーや名誉に関する正しい理解や認識

を深めるための啓発活動を推進します。
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② 情報モラルに関する教育の充実

学校教育においては、インターネット上の誤った情

報や偏った情報をめぐる問題を含め、情報化が社会に

もたらす影響について知り、情報の収集・発信におけ

る個人の責任や情報モラルについての理解を深める

ための教育を推進するほか、関係機関等と連携して、

個人の名誉やプライバシーに関する正しい理解の促

進に努めます。

③ インターネット上の人権侵害への対応

国や市町等関係機関・団体と連携・協力して「情報

流通プラットフォーム対処法」の枠組みを最大限に活

用し、人権侵害への対応を積極的に推進します。また、

同法の規定が適用されない事業者に対しては、通信業

界団体が策定する侵害情報の削除に関するガイドラ

インによる規制の遵守を働きかけます。

あわせて、インターネット上の人権侵害による被害

を受けた県民への相談支援と同法の周知・啓発に努め

ます。

また、香川県人権啓発推進会議に平成 15 年度から

設置している「インターネット差別事象監視班」にお

いて、これまで培ってきた知識や経験を活かし、部落

差別に関する侵害情報の早期発見と同法等を活用し

た迅速な削除に向けた取組みを一体的に進めます。

また、学校教育においては、情報に関する教科等に

おいて、インターネット上の誤った情報や偏った情報

をめぐる問題を含め、情報化が社会にもたらす影響に

ついて知り、情報の収集・発信における個人の責任や

情報モラルについての理解を深めるための教育を推

進します。

また、香川県人権啓発推進会議に設置した、「インタ

ーネット差別事象監視班」において、県内の同和問題

に関する差別を助長するおそれのある書き込みの発

生が予想される掲示板を監視し、不適切な書き込みに

対し、掲示板の管理人等に削除要請を行います。

人権・同和教育課

人権・同和政策課



37

改正案 現行 関係課等

２ 個別人権課題への対応

（１）女性 （１）女性

ア  現状と課題

本県では、2001(平成 13)年 11 月に「かがわ男女共

同参画プラン」を策定するとともに、2002(平成 14)年
４月に「香川県男女共同参画推進条例」を施行し、そ

の後、2006（平成 18）年３月に「かがわ男女共同参画

プラン（後期計画）」、2011（平成 23）年 10 月に「第

２次かがわ男女共同参画プラン」、2015（平成 27）年

12 月に「第３次かがわ男女共同参画プラン」を経て、

2021（令和３）年 10 月に「第４次かがわ男女共同参

画プラン」を策定し、男女の人権が尊重される男女共

同参画社会の実現に向けた取組みを進めています。

しかし、男女の地位の平等感については、依然とし

て多くの人が、社会のさまざまな分野で男性優遇とな

っていると感じているほか、政治・行政・地域などの

政策・方針決定過程への女性の参加比率は低く、雇用

の分野においては、男性に比べ非正規雇用率が高いこ

とや、採用・昇進等において男女間の格差や給与の額

の格差が見られるなど、多くの課題が残されていま

す。

また、配偶者等からの暴力や性犯罪・性暴力、売買

春やセクシュアルハラスメント、ストーカー行為など

さまざまな形態による女性への暴力が社会問題とな

っています。さらに、ＳＮＳの利用に起因する性犯罪・

性暴力など、新たな課題も生じています。

こうした状況を踏まえ、女性の人権についての正し

い理解と認識を促進するとともに、女性へのあらゆる

暴力の根絶や女性の社会参画の促進等に向けた推進

男女参画・県民活動課

※個別人権課題「女性」の改正案については、

次期「かがわ男女共同参画プラン」施策体系に

合わせて見直し予定のため未定

（令和８年９月議会骨子案提出、11月議会素案

提出、令和９年２月議会最終案提出の予定）
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体制の充実や関係機関との連携の強化に努める必要

があります。

イ  施策の方向

（ア）女性の人権についての理解と認識の促進

性別だけを理由に、個人の意思に反して役割を固定

的に決めつけるのではなく、それぞれの個人や家族の

主体的な選択が尊重されるよう、社会制度や慣行など

の中に、性差別、個人の個性と能力の発揮を阻害する

性別による固定的な性別役割分担や偏見などがない

か見直す意識の定着に向けて広報・啓発を行います。

また、男女がともに自立して個性と能力を発揮し、

社会形成に参画する必要があることから、人権の尊重

や男女共同参画に関する理解と認識を深めるために、

学校、家庭、地域等社会のあらゆる分野において、男

女共同参画を推進する教育・学習の充実に努めます。

（イ）女性へのあらゆる暴力の根絶

配偶者などからの暴力、性犯罪・性暴力、子ども・

若年層に対する性暴力、売買春、セクシュアルハラス

メント、ストーカー行為など、女性への暴力行為は、

重大な人権侵害であり、これを許さない社会意識の醸

成や暴力根絶に向けて、関係機関の連携強化と総合的

対策に努めます。

また、被害者からの相談に適切に対応できるよう相

談、カウンセリング体制の充実を図るとともに、被害

者のプライバシーに十分配慮したうえで、心身の回復

など効果的な被害者支援に努めます。

（ウ）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

政策・方針決定過程への女性の参画の拡大を図り、
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男女の仕事と生活の調和や、雇用等の分野での男女の

均等な機会と待遇の確保など、あらゆる分野における

男女共同参画を推進します。

特に、県の審議会等委員への女性の参画について

は、2025（令和７）年度までに 40％以上とすることを

目標とし、人材を幅広く活用するという観点から適任

者の登用を進めます。

このため、女性自ら意欲的に参画し、能力が発揮で

きるよう、リーダーとなり得る人材の育成に関する情

報収集・提供や女性リーダーの養成を推進します。

（エ）働く場における女性の活躍推進

雇用の分野での男女の均等な機会と待遇の確保に

向けて、関係法令とその趣旨を周知するとともに、働

く女性が、その個性と能力が十分に発揮できるよう、

能力向上のための支援や働くことを希望する女性の

継続就業や再就職を支援します。

（オ）メディアにおける女性の人権の尊重

メディアに対して男女共同参画の視点での表現が

行われるよう働きかけるとともに、サイバーパトロー

ルなどによりソーシャルメディア上の人身取引、売

春、児童買春、児童ポルノ等女性の人権を侵害するよ

うな違法・有害情報の発見に努め、発見した場合は、

刑法、売春防止法、児童買春・児童ポルノ法等関係法

令により取り締まるなどの対応を行います。また、県

の広報・出版物において、男女共同参画の視点に立っ

た表現を推進するとともに、メディア・リテラシーを

向上させるための教育や啓発に努めます。
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（２）こども

ア  現状と課題

本県では、「香川県こども計画」に基づき、すべての

こどもが自分らしく成長し、夢や希望を持って未来に

向かって個性を伸ばし、安心して挑戦できる環境の充

実や、困難を抱えるこどもへのきめ細やかなサポート

など、こどもたちの可能性を最大限に引き出せるよ

う、そしてこどもたちが保護者や社会の支えを受けな

がら、自己を確立していき、それぞれの希望が実現で

きるよう、社会全体のすべての人で応援し、それぞれ

の立場で支え合うことを目指し、こども施策に取り組

んでいます。

しかし、加速度的に進む少子化に歯止めがかから

ず、少子化によるこどもの成育環境への影響などが懸

念されています。さらに、こどもを取り巻く環境は、

児童虐待相談対応件数の増加や、いじめや不登校の増

加など、様々な要因が複合的に重なり合い、困難な環

境が続いています。また、スマートフォン等の普及に

より、インターネットやＳＮＳ上でのいじめを受ける

事案の増加や、インターネット利用の普及を受けて性

犯罪や性暴力の被害者となる事案に関する問題など

も生じています。

こうした状況を踏まえ、こどもの人権についての正

しい理解と認識を促進することでこどもの最善の利

益を図り、重大な権利侵害である児童虐待やいじめ等

に対する取組みを進めるとともに、その推進体制の充

実や関係機関との連携の強化に努める必要がありま

す。

イ  施策の方向

① こどもの人権についての理解と認識の促進

児童憲章や「児童の権利に関する条約」、こども基本

（２）子ども

ア  現状と課題

本県では、地域におけるきめ細やかな子育て支援サ

ービスの充実や多様化する保育ニーズへの対応、深刻

化する児童虐待への対応、特別な支援を必要とする子

どもや家庭の自立の促進などの取組みにより、安心し

て子どもを生み育てることができる環境づくりを推

進しています。

しかし、少子化の進行、核家族化の進展、夫婦共働

き家庭の一般化、子育てに対する不安感、負担感を感

じる人が多くなるなど、子どもや子育てを取り巻く環

境は厳しさを増してきています。例えば、児童虐待が

社会問題になっているほか、ＳＮＳの利用に起因する

児童買春・児童ポルノ製造等の子どもの性被害が後を

絶ちません。また、学校をめぐっては、暴力行為やい

じめ等の問題行動や不登校等、依然として憂慮すべき

状況にあります。さらに、少年非行についても、非行

少年の総数は、減少傾向にありますが、刑法犯少年の

人口比や再犯者の割合は、全国平均を上回っており、

厳しい状況にあります。

こうした状況を踏まえ、子どもの人権についての正

しい理解と認識を促進するとともに、子どもへのあら

ゆる暴力の根絶やいじめ問題の解決等に向けた推進

体制の充実や関係機関との連携の強化に努める必要

があります。

イ  施策の方向

（ア）子どもの人権についての理解と認識の促進

児童憲章や「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏

子ども政策課

子ども家庭課

教育委員会事務局
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法の趣旨を踏まえ、すべてのこどもが差別や権利の侵

害を受けることなく、人格を持った一人の人間として

尊重されるよう、あらゆる機会と媒体を活用した啓発

活動を推進します。

また、学校教育と社会教育を通じて、憲法や教育基

本法の精神に則り、人権尊重の意識を高める教育の一

層の推進に努めるとともに、こどもの社会性や豊かな

人間性をはぐくむ観点から、社会体験活動や自然体験

活動等を積極的に推進します。

② 児童虐待対策の推進

児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長し

た後においてもさまざまな生きづらさにつながる重

大なこどもの人権侵害であり、決して許されるもので

はないという認識が広く浸透するよう、啓発活動を通

じて、社会意識の醸成に努めます。

一方で、虐待に至った背景には、子育てに関する困

りごとや不安があることから、子育てに困難を抱える

家庭を支援するとともに、声をあげにくいこどものＳ

ＯＳをできる限り早期に把握するため、市町のこども

家庭センターをはじめ、地域のネットワークと一体と

なって、虐待の未然防止に努めます。また、被害を受

けたこどもに対する救済・保護を目的とした相談体制

の強化に努めます。特に、子ども女性相談センターや

西部子ども相談センターの機能の充実を図るととも

に、保健、医療、福祉、教育、警察等の関係機関や支

援団体、地域住民が一体となってネットワークを構築

し、早期発見やこどもの安全確保を最優先にした対応

に努めます。また、再発を防止するため、虐待を受け

たこどもの心のケアや、虐待を行った保護者等に対す

まえ、すべての子どもが差別や権利の侵害を受けるこ

となく、人格を持った一人の人間として尊重されるよ

う、あらゆる機会と媒体を活用した啓発活動を推進し

ます。

また、学校教育と社会教育を通じて、憲法や教育基

本法の精神に則り、人権尊重の意識を高める教育の一

層の推進に努めるとともに、子どもの社会性や豊かな

人間性をはぐくむ観点から、社会体験活動や自然体験

活動等を積極的に推進します。

     
（イ）子どもへのあらゆる暴力の根絶

児童虐待、体罰、児童買春等の子どもに対する肉体

的、性的、心理的な傷害や苦痛をもたらす、またはも

たらすおそれのあるあらゆる暴力行為は、子どもの人

権を侵害するものであるという認識が広く浸透する

よう、啓発活動を通じて、社会意識の醸成に努めます。

また、被害を受けた子どもに対する救済・保護を目的

とした相談体制の強化に努めます。特に、児童虐待に

ついては、子ども女性相談センターや西部子ども相談

センターの機能の充実を図るとともに、保健、医療、

福祉、教育、警察等の関係機関や地域住民が一体とな

ってネットワークを構築し、早期発見や子どもの安全

確保を最優先にした対応に努めます。また、再発を防

止するため、虐待を受けた子どもの心のケアや、虐待

を行った保護者等に対するカウンセリングの充実を

図ります。
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るカウンセリングの充実を図ります。

さらに、児童虐待等により代替養育が必要なこども

については、家庭養育優先原則に基づき里親等への委

託を推進します。児童養護施設等については、できる

限り良好な家庭的環境の確保に向け、施設の小規模か

つ地域分散化を進めるとともに、代替養育を終えたこ

どもの自立支援機能強化の取組みを進めることによ

り、社会的養育体制の充実を図ります。

③ いじめ等に対する取組み

いじめは、いじめを受けた児童生徒の権利を著しく

侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大

な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大

な危険を生じさせるおそれがあります。また、いじめ

はどのこどもにも、どの学校でも起こりうるものであ

ることから、児童生徒が安心して学校生活が送れるよ

う、2014（平成 26）年３月に策定し、2017（平成 29）
年６月に改定した「香川県いじめ防止基本方針」に基

づき、いじめ防止のための対策を講じます。

まず、いじめには、さまざまな態様があるため、大

人がいじめと認知しなければ、こどもを救う対応を始

められないことから、初期段階のいじめも含め、いじ

めではないかとの疑いを持って、幅広く積極的にいじ

めを認知し、早期発見、早期対応するよう努めていま

す。また、対策が専門的知識に基づき適切に行われる

よう教職員の資質向上に努めるとともに、学校の生徒

指導体制等の支援を行うため、元警察官等からなるス

クールサポートチームや、スクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカーなどの心理や福祉に関す

る専門スタッフを活用し、組織的な対応をします。さ

らに、24 時間いじめ電話相談など、教育相談体制の一

さらに、児童虐待等により代替養育が必要な子ども

については、家庭養育優先原則に基づき里親等への委

託を推進します。児童養護施設等については、できる

限り良好な家庭的環境の確保に向け、施設の小規模か

つ地域分散化を進めるとともに、代替養育を終えた子

どもの自立支援機能強化の取組みを進めることによ

り、社会的養育体制の充実を図ります。

（ウ）いじめ問題の解決

いじめは、いじめを受けた児童生徒の権利を著しく

侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大

な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大

な危険を生じさせるおそれがあります。また、いじめ

はどの子どもにも、どの学校でも起こりうるものであ

ることから、児童生徒が安心して学校生活が送れるよ

う、2014（平成 26）年３月に策定した「香川県いじめ

防止基本方針」に基づき、いじめ防止のための対策を

講じます。

まず、いじめには、さまざまな態様があるため、大

人がいじめと認知しなければ、子どもを救う対応を始

められないことから、初期段階のいじめも含め、いじ

めではないかとの疑いを持って、幅広く積極的にいじ

めを認知し、早期発見、早期対応するよう努めていま

す。また、対策が専門的知識に基づき適切に行われる

よう教職員の資質向上に努めるとともに、心理や福祉

等に関する専門スタッフを活用し、組織的な対応をし

ます。さらに、24 時間いじめ電話相談など、教育相談

体制の一層の充実を図ります。
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層の充実を図ります。

④こどもの安全を確保するための取組み

心身に深い傷を残す性犯罪等の被害からこどもを

守るため、インターネット等による青少年の有害情報

対策など、1952 年（昭和 27 年）８月に施行した「香

川県青少年保護育成条例」の適切な運用を図り、家庭・

学校・地域や関係機関・団体が一体となって青少年を

取り巻く社会環境の浄化の促進や非行防止に関する

啓発活動の充実に努めます。

ＳＮＳ利用に伴う犯罪被害等のトラブルやリスク

からこどもを守るとともに、こども自身がインターネ

ット上の多種多様で膨大な情報の中から危険を回避

できる力を身につけ、主体的に情報やサービスを選択

できるよう、学校や地域、家庭が連携し、年齢や発達

段階に応じた情報モラル教育を推進します。また、こ

どもたちを性暴力・性被害の加害者、被害者、傍観者

にさせないための、「生命（いのち）の安全教育」の取

組みを推進します。

見守り活動等を行う地域住民や学校関係者、防犯ボ

ランティアの活動支援により、地域で連携した防犯活

動に取り組みます。

性犯罪等の被害に遭ったこどもに対しては、性暴力

被害者支援センター「オリーブかがわ」を中核として、

相談、カウンセリング、医療など、総合的に支援しま

す。

（エ）青少年の健全育成の推進

青少年の社会参加活動を促進するとともに、ニート

やひきこもり、非行など社会生活を営むうえでの困難

を有する青少年やその家族に対して支援機関と連携

し、効果的な支援を行います。

また、地域の中で心豊かでたくましい子どもを育て

るため、家庭・学校・地域や関係機関・団体がともに

連携し、一体となって、地域の大人みんなで積極的に

子どもたちと関わり、はぐくむ県民運動を展開しま

す。

さらに、携帯電話やインターネット等による青少年

の有害情報対策など、1952（昭和 27）年８月に施行し

た「香川県青少年保護育成条例」の適切な運用を図り、

家庭・学校・地域や関係機関・団体が一体となって青

少年を取り巻く社会環境の浄化の促進や非行防止に

関する啓発活動の充実に努めます。
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（３）高齢者

ア 現状と課題

本県では、高齢者をはじめとして、住民が住み慣れ

た地域で、支え合いながら、いきいきと安心して暮ら

せる社会の構築に向けた取組みを進めています。

しかし、今後、高齢化のさらなる進展により、介護

を必要とする高齢者が増加するとともに、核家族化の

進展により、高齢者のみの世帯や高齢者の一人暮らし

世帯が増加すると見込まれています。このような状況

の中、高齢者の人権に関わる問題としては、虐待やそ

の有する財産権の侵害が指摘されているほか、社会参

加の困難性等が挙げられます。さらに、職業生活から

の引退や配偶者との死別等により、孤独感に陥った

り、生きがいを失うという問題もあります。

こうした状況を踏まえ、高齢者の人権についての正

しい理解と認識を促進するとともに、高齢者へのあら

ゆる暴力の根絶、高齢者の雇用と社会参加の促進等に

向けた推進体制の充実や関係機関との連携の強化に

努める必要があります。

イ 施策の方向

① 高齢者の人権についての理解と認識の促進

高齢者に対する固定観念を改め、高齢者が社会の重

要な担い手として主体的に社会参加をすることがで

きるよう、あらゆる機会と媒体を活用した啓発活動を

推進します。

また、学校教育においては、高齢化の進展を踏まえ、

高齢者との交流等を通じて、高齢者に対する尊敬や感

謝の心を育てるとともに、介護・福祉等の超高齢社会

に関する課題や高齢者に対する理解を深めるための

（３）高齢者

ア 現状と課題

本県では、高齢者をはじめとして、住民が住み慣れ

た地域で、支え合いながら、いきいきと安心して暮ら

せる社会の構築に向けた取組みを進めています。

しかし、今後、高齢化のさらなる進展により、介護

を必要とする高齢者が増加するとともに、核家族化の

進展により、高齢者のみの世帯や高齢者の一人暮らし

世帯が増加すると見込まれています。このような状況

の中、高齢者の人権に関わる問題としては、虐待やそ

の有する財産権の侵害が指摘されているほか、社会参

加の困難性等が挙げられます。さらに、職業生活から

の引退や配偶者との死別等により、孤独感に陥った

り、生きがいを失うという問題もあります。

こうした状況を踏まえ、高齢者の人権についての正

しい理解と認識を促進するとともに、高齢者へのあら

ゆる暴力の根絶、高齢者の雇用と社会参加の促進等に

向けた推進体制の充実や関係機関との連携の強化に

努める必要があります。

イ 施策の方向

（ア）高齢者の人権についての理解と認識の促進

高齢者に対する固定観念を改め、高齢者が社会の重

要な担い手として主体的に社会参加をすることがで

きるよう、あらゆる機会と媒体を活用した啓発活動を

推進します。

また、学校教育においては、高齢化の進展を踏まえ、

教育活動全体を通じて、高齢者に対する尊敬や感謝の

心を育てるとともに、高齢社会に関する基礎的理解や

介護・福祉の課題に関する理解を深めるための教育を

長寿社会対策課

人権・同和教育課
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教育を推進します。

さらに、年齢に関わらず誰もがなりうる認知症につ

いて、「共生社会の実現を推進するための認知症基本

法」を踏まえ、認知症になってからも希望を持って自

分らしく暮らし続けることができるという「新しい認

知症観」に立ち、若年性認知症を含めた認知症施策に

関する取組みを推進します。

② 高齢者へのあらゆる虐待の根絶

暴力行為や財産権の侵害、暴言、無視、介護の放棄

等は、高齢者に対する虐待であり、著しく高齢者の人

権を侵害するものであるという認識が広く浸透する

よう、啓発活動を通じて、社会意識の醸成に努めます。

また、関係機関との連携のもと、各市町の地域包括

支援センターが介護や日常生活の悩みごとに関する

相談に対応していることを周知するとともに、虐待等

への対応や成年後見制度の普及と利用の促進を図り

ます。

③ 雇用の促進

雇用施策を実施する国の機関等と密接な連携関係

を構築し、相互の施策の連携・協力を進めるとともに、

働く意欲がある誰もが年齢に関わりなくその能力を

十分に発揮できるよう、定年の引き上げ等による安定

した雇用の促進を図ります。また、高齢者個々の就業

ニーズに応じた就業機会の確保を図るため、シルバー

人材センターの運営支援等に努めます。

④ 生きがいづくりと社会参加の促進

高齢者人口の増加に伴い、高齢者自身の意識やライ

推進します。

（イ）高齢者へのあらゆる虐待の根絶

暴力行為や財産権の侵害、暴言、無視、介護の放棄

等は、高齢者に対する虐待であり、著しく高齢者の人

権を侵害するものであるという認識が広く浸透する

よう、啓発活動を通じて、社会意識の醸成に努めます。

また、関係機関との連携のもと、各市町の地域包括

支援センターが介護や日常生活の悩みごとに関する

相談に対応していることを周知するとともに、虐待等

への対応や成年後見制度の普及と利用の促進を図り

ます。

（ウ）雇用の促進

雇用施策を実施する国の機関等と密接な連携関係

を構築し、相互の施策の連携・協力を進めるとともに、

働く意欲がある誰もが年齢に関わりなくその能力を

十分に発揮できるよう、定年の引き上げ等による安定

した雇用の促進を図ります。また、高齢者個々の就業

ニーズに応じた就業機会の確保を図るため、シルバー

人材センターの運営支援等に努めます。

（エ）生きがいづくりと社会参加の促進

高齢者人口の増加に伴い、高齢者自身の意識やライ

健康政策課

長寿社会対策課
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フスタイルが多様化していることに配慮しつつ、高齢

者が豊富な経験や能力を生かし、社会において重要な

役割を果たしながら生きがいを持って充実した生活

を送ることができるよう、社会参加活動の促進に努め

ます。

フスタイルが多様化していることに配慮しつつ、高齢

者が豊富な経験や能力を生かし、社会において重要な

役割を果たしながら生きがいを持って充実した生活

を送ることができるよう、社会参加活動の促進に努め

ます。
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（４）障害者

ア 現状と課題

国において、2016（平成 28）年４月に、すべての人

が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実

現することを目的に、「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行され

たことを受け、本県では、「香川県障害のある人もない

人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」を 2018
（平成 30）年４月から施行し、地域社会のあらゆるバ

リア(障壁)を取り除き、全ての県民が人格と個性を尊

重しながら、笑顔でいきいきと暮らせるかがわの構築

に向けた取組みを進めています。また、1996（平成８）

年４月に施行した「香川県福祉のまちづくり条例」に

基づき、バリアフリーを進め、すべての人が、住み慣

れた地域の中で安心して生活でき、積極的に社会参加

できるような福祉のまちづくりも推進しています。

しかし、障害者は日々の暮らしにおいて、さまざま

な制約を受けることがあり、それは社会がその障害を

受容していないことに起因するものと考えられます。

障害とは特別なものではなく個性であり、誰にとって

も住みやすい社会とは、さまざまな個性があることを

受け入れることのできる社会です。

また、障害についての理解不足等により、偏見や差

別意識を持たれることもあり、そのことが、障害者に

対する虐待や社会参加を妨げる原因の一つとなって

いることも指摘されています。

こうした状況を踏まえ、障害者の人権についての正

しい理解と認識を促進するとともに、障害の有無によ

（４）障害者

ア 現状と課題

国において、2016（平成 28）年４月に、すべての人

が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実

現することを目的に、「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行され

たことを受け、本県では、「香川県障害のある人もない

人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」を 2018
（平成 30）年４月から施行し、地域社会のあらゆるバ

リア(障壁)を取り除き、全ての県民が人格と個性を尊

重しながら、笑顔でいきいきと暮らせるかがわの構築

に向けた取組みを進めています。また、1996（平成８）

年４月に施行した「香川県福祉のまちづくり条例」に

基づき、バリアフリーを進め、すべての人が、住み慣

れた地域の中で安心して生活でき、積極的に社会参加

できるような福祉のまちづくりも推進しています。

しかし、障害者は日々の暮らしにおいて、さまざま

な制約を受けることがあり、それは社会がその障害を

受容していないことに起因するものと考えられます。

障害とは特別なものではなく個性であり、誰にとって

も住みやすい社会とは、さまざまな個性があることを

受け入れることのできる社会です。

また、障害についての理解不足等により、偏見や差

別意識を持たれることもあり、そのことが、障害者に

対する虐待や社会参加を妨げる原因の一つとなって

いることも指摘されています。

こうした状況を踏まえ、障害者の人権についての正

しい理解と認識を促進するとともに、障害の有無によ

障害福祉課
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って分け隔てられることなく、県民すべてが相互に人

格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を図っ

ていく必要があります。

イ 施策の方向

① 障害者の人権についての理解と認識の促進

障害の有無に関わりなく、県民誰もが相互に人格と

個性を尊重し、支え合う共生社会の理念の普及を図る

とともに、障害及び障害者に対する理解を促進するた

め、さまざまな機会を通じて啓発、広報活動を推進し

ます。

学校教育においては、障害のあるこどもとないこど

もの交流及び共同学習の機会を積極的に設けるとと

もに、学校（園・所）での合理的配慮や基礎的環境整

備の充実を図ることで、障害のあるこどもの教育的ニ

ーズに応じた指導・支援に努めるとともに、すべての

こどもたちが、多様性を正しく理解し、共に尊重し合

いながら協働して生活していく態度を育むための教

育を推進します。

② 障害者差別解消の推進

障害福祉相談所に職員を配置し、障害を理由とする

差別に係る相談に対応するほか、関係機関からなる協

議会を組織し、障害を理由とする差別に関する相談や

紛争の防止・解決等を推進するためのネットワークを

構築することにより、地域全体の相談・紛争解決機能

の向上を図ります。

また、講演会や出前講座を積極的に実施し、障害を

理由とする差別の 解消や合理的配慮についての県

民の理解を促進します。

って分け隔てられることなく、県民すべてが相互に人

格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を図っ

ていく必要があります。

イ 施策の方向

（ア）障害者の人権についての理解と認識の促進

障害の有無に関わりなく、県民誰もが相互に人格と

個性を尊重し、支え合う共生社会の理念の普及を図る

とともに、障害及び障害者に対する理解を促進するた

め、さまざまな機会を通じて啓発、広報活動を推進し

ます。

また、学校教育においては、障害のある子どもとな

い子どもの交流及び共同学習の機会を積極的に設け

るとともに、学校（園・所）での合理的配慮や基礎的

環境整備の充実を図ることで、すべての子どもたち

が、多様性を正しく理解し、共に尊重し合いながら協

働して生活していく態度を育むための教育を推進し

ます。

（イ）障害者差別解消の推進

障害福祉相談所に職員を配置し、障害を理由とする

差別に係る相談に対応するほか、関係機関からなる協

議会を組織し、障害を理由とする差別に関する相談や

紛争の防止・解決等を推進するためのネットワークを

構築することにより、地域全体の相談・紛争解決機能

の向上を図ります。

また、講演会や出前講座を積極的に実施し、障害を

理由とする差別の 解消や合理的配慮についての県

民の理解を促進します。

特別支援教育課

人権・同和教育課

障害福祉課
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③ 障害者虐待防止の推進

障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を害するもの

であり、障害者の自立及び社会参加を著しく阻害する

ものであることから、障害者に対する身体的、性的、

心理的及び経済的虐待や放棄・放置は障害者虐待であ

るという認識が広く浸透するよう啓発活動を通じて、

障害者虐待の防止を図ります。

また、県障害者権利擁護センターを中心に、市町障

害者虐待防止センターや警察、香川労働局等関係機関

と連携し、障害者等からの相談や通報に対応し、家庭、

障害者施設及び事業所における障害者虐待の未然防

止や早期発見、迅速な対応を図り、成年後見制度の活

用等を含む有効な支援に努めます。

④ 雇用・就労の促進

障害者就業・生活支援センター事業関係機関連絡会

議等を通じて、関係行政機関等が障害者雇用に関する

情報交換や協議を行い、障害者雇用の促進を図りま

す。

また、障害者就業・生活支援センター等の活動の促

進を図るとともに、ハローワークや障害者職業センタ

ー等と連携して、就労支援を行い、障害者の雇用と定

着支援に努めます。さらに、障害者個々の能力に応じ

た働き方を支援できるよう、共同受注窓口や官公需の

発注配慮などを通じて、工賃の増額を図ります。

加えて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構香川支部と連携し、「香川県障害者技能競技大

会」（アビリンピックかがわ）を開催することで、障害

のある人の職業能力の向上を図るとともに、企業や社

会一般の人々が障害のある人に対する理解と認識を

（ウ）障害者虐待防止の推進

障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を害するもの

であり、障害者の自立及び社会参加を著しく阻害する

ものであることから、障害者に対する身体的、性的、

心理的及び経済的虐待や放棄・放置は障害者虐待であ

るという認識が広く浸透するよう啓発活動を通じて、

障害者虐待の防止を図ります。

また、県障害者権利擁護センターを中心に、市町障

害者虐待防止センターや警察、香川労働局等関係機関

と連携し、障害者等からの相談や通報に対応し、家庭、

障害者施設及び事業所における障害者虐待の未然防

止や早期発見、迅速な対応を図り、成年後見制度の活

用等を含む有効な支援に努めます。

（エ）雇用・就労の促進

障害者就業・生活支援センター事業関係機関連絡会

議を通じて、障害者団体や関係行政機関等が障害者雇

用に関する情報交換や協議を行い、障害者雇用の促進

を図ります。

また、障害者就業・生活支援センター等の活動の促

進を図るとともに、ハローワークや障害者職業センタ

ー等と連携し、専門的な就労支援を行い、障害者の雇

用と定着支援に努めます。さらに、障害者個々の能力

に応じた働き方を支援できるよう、共同受注窓口や官

公需の発注配慮などを通じて、工賃の増額を図りま

す。

労働政策課
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深め、その雇用の促進を図ります。

⑤ 社会参加の促進

各種の障害特性に応じた生活訓練の実施により、障

害者の社会参加を促進するとともに、障害者団体や障

害者本人、家族等に対し、さまざまな情報提供を行い、

交流活動の促進を図ります。

（オ）社会参加の促進

各種の障害特性に応じた生活訓練の実施により、障

害者の社会参加を促進するとともに、障害者団体や障

害者本人、家族等に対し、さまざまな情報提供を行い、

交流活動の促進を図ります。

障害福祉課



51

改正案 現行 関係課等

（５）部落差別（同和問題）

ア  現状と課題

本県では、「地域改善対策特定事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律」の失効後、一般対策を有

効かつ適切に活用することを基本として、同和地区住

民の生活の安定と向上を図るための施策を総合的に

推進するとともに、県民の部落差別（同和問題）に対

する正しい理解と認識の徹底を図るための取組みを

進めています。また、1996（平成８）年７月には、結

婚と就職に際しての差別事象の発生を防止すること

を目的として、「香川県部落差別事象の発生の防止に

関する条例」を施行しました。

県政世論調査、隣保館や市町での実態調査、相談活

動や学校現場での把握、さらに差別的取扱いや差別落

書きなどの発生状況から、依然として、教育や就労の

分野などで課題が残っており、また、結婚問題などで

は差別意識が今もなお存在していることがうかがえ

ます。このほか、差別事象も後を絶たず、部落差別（同

和問題）に対する県民の理解を妨げる「えせ同和行為」

も依然として横行し、インターネット上では匿名性を

悪用し、個人を誹謗中傷したり、特定の地域を同和地

区であると指摘したりするなどの事案が発生してい

ます。

このように、最近では情報化の進展に伴い、結婚や

就職差別だけでなく、部落差別の状況に変化が生じて

いることを踏まえ、2016（平成 28）年 12 月に部落差

別のない社会を実現することを目的とした「部落差別

の解消の推進に関する法律」が制定されました。2020
（令和２）年６月には、同法第６条に基づき法務省に

（５）同和問題

ア  現状と課題

本県では、「地域改善対策特定事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律」失効後一般対策を有効か

つ適切に活用することを基本として、同和地区住民の

生活の安定と向上を図るための施策を総合的に推進

するとともに、県民の同和問題に対する正しい理解と

認識の徹底を図るための取組みを進めています。ま

た、1996（平成８）年７月には、結婚と就職に際して

の差別事象の発生を防止することを目的として、「香

川県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を施行

しました。

県政世論調査、隣保館や市町での実態調査、相談活

動や学校現場での把握、さらに差別的取扱いや差別落

書きなどの発生状況から、依然として、教育や就労の

分野などで課題が残っており、また、結婚問題などで

は差別意識が今もなお存在していることがうかがえ

ます。このほか、差別事象も後を絶たず、同和問題に

対する県民の理解を妨げる「えせ同和行為」も依然と

して横行し、インターネット上では匿名性を悪用し、

個人を誹謗中傷したり、特定の地域を同和地区である

と指摘したりするなどの事案が発生しています。

このように、最近では情報化の進展に伴い、結婚や

就職差別だけでなく、部落差別の状況に変化が生じて

いることを踏まえ、2016（平成 28）年 12 月に部落差

別のない社会を実現することを目的とした「部落差別

の解消の推進に関する法律」が制定されました。2020
（令和２）年６月には、同法第６条に基づき法務省に

おいて実施した部落差別の実態に係る調査の結果が

人権・同和政策課
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おいて実施した部落差別の実態に係る調査の結果が

公表されました。

こうした状況を踏まえ、部落差別（同和問題）につ

いての理解と認識を促進するとともに、公正な採用の

徹底や「えせ同和行為」の排除等に向けた推進体制の

充実、関係機関との連携の強化などに努めることが必

要です。

イ  施策の方向

部落差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏ま

え、引き続き、積極的な教育・啓発の推進に努めます。

① 部落差別（同和問題）についての理解と認識の促  

進

部落差別（同和問題）に対する正しい理解と認識の

徹底を図るためには、県民一人ひとりがこの問題を自

分自身の課題としてとらえることが必要です。このた

め、部落差別（同和問題）を人権問題の重要な柱とし

てとらえ、国、市町や関係団体との連携を図りながら、

あらゆる機会と媒体を活用した啓発活動を推進しま

す。

また、インターネット上に同和地区に関する識別情

報や差別書き込みを投稿するなどの行為は、見る者に

誤った認識を植え付け、差別を誘発・助長・拡散する

ばかりか、地域住民の人権を侵害するもので、決して

許されるものではありません。部落差別（同和問題）

の解消に責任を有する県は、市町と連携し、これらの

侵害情報の早期発見に努めるとともに、削除に向けた

取組みを推進します。

② 学校教育・社会教育を通じた取組みの推進

公表されました。

こうした状況を踏まえ、同和問題についての理解と

認識を促進するとともに、住民の雇用の促進や「えせ

同和行為」の排除等に向けた推進体制の充実や関係機

関との連携の強化に努めることが必要です。

イ  施策の方向

部落差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏ま

え、引き続き、積極的な教育・啓発の推進に努めます。

（ア）同和問題についての理解と認識の促進

同和問題に対する正しい理解と認識の徹底を図る

ためには、県民一人ひとりがこの問題を自分自身の課

題としてとらえることが必要です。このため、同和問

題を人権問題の重要な柱としてとらえ、国、市町や関

係団体との連携を図りながら、あらゆる機会と媒体を

活用した啓発活動を推進します。

（イ）学校教育・社会教育を通じた取組みの推進 人権・同和教育課
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学校教育及び社会教育を通じて、部落差別（同和問

題）の解決に向けて幼児児童生徒の発達段階や地域の

実態等に応じた人権教育の内容の充実を図るととも

に、部落差別（同和問題）に対する保護者の正しい理

解と認識を深めるための保護者啓発の充実を図りま

す。

③ 公正採用の徹底

雇用施策を実施する国の機関等と密接な連携関係

を構築し、相互の施策の連携・協力を進めるほか、公

正採用選考人権啓発推進員や事業主を対象とした講

演会を計画的に開催して、本人の適性や能力に応じた

公正な採用選考に関する啓発を推進するとともに、こ

の講演会を活用して、部落差別（同和問題）について

の正しい理解と認識を深め、差別意識の解消に努めま

す。

④ 「えせ同和行為」の排除

「えせ同和行為」は、同和問題を口実とする不当な

要求や行為であり、差別意識の解消に向けて、これま

でなされてきた啓発の効果を一挙に覆し、同和問題に

対する誤った意識を植えつける大きな原因となって

います。また、「えせ同和行為」の横行は、行政や企業

等の適正な活動の障害となるものであり、到底これを

放置することはできません。このため、市町、法務局、

警察等の関係機関と連携しながら、適切な対応等につ

いて事業主をはじめ広く県民に対し周知を図るな

ど、「えせ同和行為」排除に向けた取組みに努めます。

⑤ 隣保館活動の支援

学校教育及び社会教育を通じて、同和問題の解決に

向けて幼児児童生徒の発達段階や地域の実態等に応

じた人権教育の内容の充実を図るとともに、同和問題

に対する保護者の正しい理解と認識を深めるための

保護者啓発の充実を図ります。

（ウ）雇用の促進

雇用施策を実施する国の機関等と密接な連携関係

を構築し、相互の施策の連携・協力を進めるほか、公

正採用選考人権啓発推進員や事業主を対象とした講

演会を計画的に開催して、本人の適性や能力に応じた

公正な採用選考に関する啓発を推進するとともに、こ

の講演会を活用して、同和問題についての正しい理解

と認識を深め、差別意識の解消に努めます。

（エ）「えせ同和行為」の排除

「えせ同和行為」は、同和問題を口実とする不当な

要求や行為であり、差別意識の解消に向けて、これま

でなされてきた啓発の効果を一挙に覆し、同和問題に

対する誤った意識を植えつける大きな原因となって

います。また、「えせ同和行為」の横行は、行政や企業

等の適正な活動の障害となるものであり、到底これを

放置することはできません。このため、市町、法務局、

警察等の関係機関と連携しながら、適切な対応等につ

いて事業主をはじめ広く県民に対し周知を図るな

ど、「えせ同和行為」排除に向けた取組みに努めます。

（オ）隣保館活動の支援

人権・同和政策課
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福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点である隣

保館において日常生活に根ざした啓発活動や住民相

互の理解を深める交流事業の充実が図られるよう支

援に努めます。また、教育の問題や不安定な就労状況

などの諸問題を抱える地域住民の自立支援のため、隣

保館が行っている生活上の課題や人権問題について

の相談事業を支援するとともに、香川県隣保館連絡協

議会と連携し、相談援助技術の向上など隣保館職員の

資質向上に向けた研修の実施などに努めます。

⑥ 「香川県部落差別事象の発生の防止に関する条

例」の周知徹底

県民や事業者に対し、研修会などさまざまな機会を

とらえ、結婚や就職に際しての部落差別につながる身

元調査を禁止している「香川県部落差別事象の発生の

防止に関する条例」の周知徹底を図るとともに必要な

指導・助言を行い、結婚や就職に際しての部落差別事

象の発生の防止に努めます。

福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点である隣

保館において日常生活に根ざした啓発活動や住民相

互の理解を深める交流事業の充実が図られるよう支

援に努めます。また、教育の問題や不安定な就労状況

などの諸問題を抱える地域住民の自立支援のため、隣

保館が行っている生活上の課題や人権問題について

の相談事業を支援するとともに、相談援助技術の向上

など隣保館職員の資質向上に向けた研修の実施など

に努めます。

（カ）「香川県部落差別事象の発生の防止に関する条

例」の周知徹底

県民や事業者に対し、研修会などさまざまな機会を

とらえ、結婚や就職に際しての部落差別につながる身

元調査を禁止している「香川県部落差別事象の発生の

防止に関する条例」の周知徹底を図るとともに必要な

指導・助言を行い、結婚や就職に際しての部落差別事

象の発生の防止に努めます。
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（６）性的少数者

ア  現状と課題

近年、ＬＧＢＴなど性的指向（Sexual Orientation）・
性自認（Gender Identity）に関して困難を抱える人々

（以下「性的少数者」という。）は、偏見や無理解のた

め、学校や職場などで心ない好奇の目にさらされた

り、不当な差別を受けたりするなど困難な状況に置か

れています。このため、本県では、性的少数者への一

層の理解促進と多様性に寛容な社会の実現に寄与す

る取組みを推進しています。

国は、2004（平成 16）年７月から、「性同一性障害

者の性別の取扱いの特例に関する法律」（平成 15 年法

律第 111 号）を施行し、一定の要件を満たした者につ

いては、戸籍上の性別を心の性に合うように変更の審

判を家庭裁判所に請求できるようになりました。

また、文部科学省は「性同一性障害に係る児童生徒

に対するきめ細かな対応の実施等について」（2015（平

成 27）年４月 30 日）により、性同一性障害の児童生

徒に対して、服装、髪型、更衣室、トイレ、呼称の工

夫、授業、水泳、運動部の活動、修学旅行などの項目

について、学校における支援の事例を通知するととも

に、「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生

徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員

向け）」（2016（平成 28）年４月１日）を通知し、性的

少数者の児童生徒へのきめ細かな対応に資するよう、

教職員向けの啓発資料や支援の事例の提供等の取組

みを進めています。

厚生労働省は、「事業主が職場における性的な言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等

（６）性的少数者

ア  現状と課題

ＬＧＢＴなど性的指向（Sexual Orientation）・性自

認（Gender Identity）に関して困難を抱える人 （々以

下「性的少数者」という。）は、偏見や無理解のため、

学校や職場などで心ない好奇の目にさらされたり、不

当な差別を受けたりするなど困難な状況に置かれて

います。

国は、2004（平成 16）年７月から、「性同一性障害

者の性別の取扱いの特例に関する法律」（平成 15 年法

律第 111 号）を施行し、一定の要件を満たした者につ

いては、戸籍上の性別を心の性に合うように変更の審

判を家庭裁判所に請求できるようになりました。

また、文部科学省は「性同一性障害に係る児童生徒

に対するきめ細かな対応の実施等について」（2015（平

成 27）年４月 30 日）により、性同一性障害の児童生

徒に対して、服装、髪型、更衣室、トイレ、呼称の工

夫、授業、水泳、運動部の活動、修学旅行などの項目

について、学校における支援の事例を通知するととも

に、「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生

徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員

向け）」（2016（平成 28）年４月１日）を通知し、性同

一性障害だけでなく、同性愛や両性愛など、性的指向

に関することも教育的な課題として取り扱うことと

なりました。

厚生労働省は、「事業主が職場における性的な言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等

人権・同和政策課

人権・同和教育課

人権・同和政策課
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についての指針」（セクハラ指針）や「事業主が職場に

おける優越的な関係を背景とした言動に起因する問

題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指

針」（パワハラ指針）などにおいて、性的指向や性自認

に関する侮辱的な発言はハラスメントに該当するこ

とを明記し、防止措置を講じています。

しかし、多くの性的少数者は、周囲の無理解・偏見

等に悩み、苦しみながら、カミングアウトもできず

日々の生活を送っています。性的指向や性自認に関す

る悩みは、学生時代に自分の性のあり方、生き方等に

ついて悩み、戸惑う段階に直面すると言われていま

す。本来最も身近な存在で、一番の理解者となり得る

親や家族等にもなかなか相談できないという難しさ

もあって、時に孤立することが指摘されています。

また、本県が実施した性的少数者の人権に関する調

査においても、性的少数者の人権への県民の関心は高

いとは言えない状況であり、日常生活や勤務先等にお

いても人権上のさまざまな課題があることが明らか

になっています。

こうした状況を踏まえ、県では、2023（令和 5）年

6 月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの

多様性に関する国民の理解の増進に関する法津」

（LGBT 理解増進法）が制定・施行され、同年４月に

は県内の全市町において、パートナーシップ宣誓制度

（お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により

継続的な共同生活を行い又は行うことを宣誓した性

的少数者のカップルに対し、市町が二人の関係を証明

する制度）が導入されたのを機に、同年 10 月に「香

川県パートナーシップ制度」を導入し、同性パートナ

ーを婚姻関係に相当するものとして取り扱うことや、

民間事業者等への普及啓発などに取り組んでいます。

についての指針」（セクハラ指針）を 2014（平成 26）
年７月１日に改正し、セクシュアルハラスメントに

は、同性に対するものも含まれ、また、被害者の性的

指向・性自認にかかわらずこの指針の対象となるとし

ました。

本県では、性的少数者が安心して暮らせるよう、性

の多様性に関する県民の理解と認識を深めるため、さ

まざまな機会を捉えて周知啓発に努めるとともに、相

談窓口を開設しています。

また、県内では、2021（令和３）年７月現在、高松

市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町及び多度

津町において、同性パートナーシップ宣誓制度（お互

いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的

な共同生活を行い又は行うことを宣誓した性的少数

者のカップルに対し、市町が二人の関係を証明する制

度）が導入されています。

性自認及び性的指向に関する問題は、家族・婚姻制

度等に関わることもあり、県民の間でも意見が分かれ

るところです。このため、性自認及び性的指向に関す

る施策を推進していくためには、県民一人ひとりの理

解を得ていくことが重要です。
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性的少数者が不当な差別を受けることなく、自分ら

しく生活できるような寛容な社会を築いていくため

には、性の多様性についての正しい理解と認識をさら

に深めていく必要があります。

イ 施策の方向

① 県民への理解と認識の促進

人の性は、性的少数者に限らず、「からだの性（生物

学的性）」「こころの性（性自認）」「好きになる性（性

的指向）」などの組合せです。これらの組合せが多様で

あるため、性のあり方はグラデーション（段階的に色

が変わっていく様子）であるとされています。また、

人の性的指向は自分の意志で決められるものではあ

りません。

性の多様性に関する調査の中には、「からだとここ

ろの性が一致し、かつ異性を好きになる」と回答した

人を除いた割合が全体の 9.7％に上ったとの調査デー

タもあります。

性的指向及び性自認に関する正しい理解がなけれ

ば、家族、友人、職場の同僚から打ち明けられた場合、

重大なこととは考えずに、アウティング（本人の許可

なく、性的少数者であることを他人に暴露する行為）

をしてしまうおそれがあります。自分の性的指向及び

性自認を他人に知られたくない人にとって、アウティ

ングは重大な人権侵害となります。

性的指向及び性自認を理由とする不当な差別はあ

ってはならないという認識の下に、「香川県パートナ

ーシップ制度」の推進に努めるとともに、性の多様性

について正しい理解と認識が進むよう、市町や関係団

体との連携を図りながら、様々な機会を利用して、継

イ 施策の方向

（ア）県民への理解と認識の促進

性的少数者について、「自分の身のまわりにはいな

い」「自分には直接関係ない」と思っている人は少なく

ありません。しかし、ＬＧＢＴなどの性的少数者の割

合が 8.9 パーセントに上るとの調査結果もあり、実際

には、家族、友人、職場の同僚等との付き合いの中で、

誰もが性的少数者に接していると考えられます。

性自認及び性的指向に関して正しい知識が無けれ

ば、重大なこととは考えずに、アウティング（本人の

許可なく、性的少数者であることを他人に暴露する行

為）をしてしまう恐れがあります。このため、県民が、

自分の周囲に性的少数者がいるかもしれないこと、自

分にも関係があるかもしれないことを自覚してもら

えるよう、継続的に周知啓発に努めます。



58

改正案 現行 関係課等

続的に周知啓発に努めます。

② 学校現場における理解と認識の促進

性的少数者の児童生徒には、自身のそうした状態を

秘匿しておきたい場合があることなどを踏まえつつ、

学校においては、日頃から児童生徒が相談しやすい環

境を整えていくことが重要です。

そのため、教職員が性的指向及び性自認に関する正

しい知識を持ち、個別の事案に対しては学校・家庭・

医療機関等が密接に連携することできめ細かな対応

ができる学校づくりを図ります。

③ 相談・支援体制の充実

性的少数者の方々は、自分の性的指向及び性自認に

関して、誰かに相談することは非常に難しい状況があ

ります。

このため、周囲へのカミングアウトを行うことな

く、悩みを打ち明けることができる相談窓口は、性的

少数者にとって非常に重要です。

本県では、2018（平成 30）年８月に「性的少数者電

話相談窓口」を開設し、さらに 2020（令和２）年８月

からは、若年層がアクセスしやすくするため、性的少

数者の当事者団体によるメールやＳＮＳを活用した

相談事業への支援を継続して実施しているところで

す。

今後も性的少数者の方々の心情に配慮した相談事

業の実施及び支援に努めます。

（イ）学校現場における理解と認識の促進

学校現場においては、学級に性的少数者が在席して

いることを想定し、その児童・生徒や保護者にしっか

りと寄り添い心身の負担の軽減を図ることができる

体制を整えておくことが重要です。

そのため、教職員が性自認及び性的指向に関する正

しい知識を持ち、個別の事案に対しては学校・家庭・

医療機関等が密接に連携することできめ細かな対応

ができる学校づくりを図ります。

（ウ）相談・支援体制の充実

性的少数者の方々は、社会のさまざまな場面で困り

事に直面しています。しかし、多くの性的少数者は、

周囲の無理解・偏見等に悩み苦しみながらも、カミン

グアウトせずに日々の生活を送っているため、自分の

性自認及び性的指向に関して、誰かに相談することは

非常に難しい状況があります。

性自認及び性的指向に関する悩みは、本来最も身近

な存在で、一番の理解者となる得る親や家族等に、な

かなか相談できないという難しさがあります。このた

め、周囲へのカミングアウトを行うことなく、悩みを

打ち明けることができる相談窓口は、性的少数者にと

って非常に重要です。

性的少数者は、多くのケースでは学生時代に、自分

の性のあり方、生き方等について悩み戸惑う段階に直

面すると考えられます。そこから、ロールモデル（自

分にとって、具体的な行動や考え方の模範となる人物

のこと）を参考にしたり、同じ悩みを抱える仲間から

の承認があったりすることで、自分が性的少数者であ

人権・同和教育課

人権・同和政策課
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（削除）

ることを受け入れていくとも言われています。しか

し、学生等の若年層の場合、自ら情報を収集したり、

他の性的少数者たちが主催する集まりに参加したり

することには限界があるため、若年層も安心してアク

セスできる機会があることが重要です。

本県では、2018（平成 30）年８月から「性的少数者

電話相談窓口」を開設し、さらに若年層がアクセスし

やすくするため、2020（令和２）年８月から性的少数

者の当事者団体によるメールやＳＮＳを活用した相

談事業への支援を実施しており、引き続き相談事業の

実施及び支援に努めます。

（エ）職員の理解促進

県がさまざまな施策を具体的に実施する際はもち

ろん、県民等に対して啓発等を実施していくに当たっ

ては、県職員自らが性自認及び性的指向に関する正し

い知識を持ち、多様な性についての理解を深めていく

必要があります。

県職員の中にも、性自認及び性的指向に関して困難

を抱える方がいると考えられます。接する県民の方々

だけでなく、職員の中にも性的少数者がいるというこ

とを前提として、日々の業務を行っていくことが重要

です。

本県では、2016（平成 28）年度から、当事者団体の協

力を得て職員研修を実施していますが、この研修の充

実を図るとともに、職員一人ひとりが正しく理解し、

業務の中で正しく対応できるよう、令和元年度に作成

した職員向けのハンドブックを用いて、職員の理解促

進に努めます。
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（７）外国人

ア 現状と課題

本県では、近年、外国人が大幅に増加しており、真

に国際化された社会の実現をめざし、外国人が同じ地

域に住むことを当然とする意識の醸成を図るととも

に、地域社会への外国人の積極的な参加や企業におけ

る外国人材の活躍を促進するなど、県民と在住外国人

とが協力関係を築くことができる環境の整備に努め

ています。

しかし、現実には、外国人に対する雇用や入居等の

日常生活における摩擦が時として生じています。そし

て、その背景には、我が国の地理的条件や歴史的経緯

等に加え、人種、言語、宗教、文化、習慣等の違いへ

の理解不足からくる外国人に対する偏見や差別意識

の存在等が挙げられます。そのため、これらの偏見や

差別意識が改善されるよう、県民と在住外国人との相

互理解を深める啓発活動等に取り組んでいますが、未

だ完全に解消されたという状況にはありません。

また、近年では、特定の民族や国籍の人々を排斥す

る差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが大きな社会

問題となり、ヘイトスピーチの解消を目的として、

2016（平成 28）年 6 月に「本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する

法律」（ヘイトスピーチ解消法）が制定されました。

こうした状況を踏まえ、外国人の人権についての正

しい理解と認識を促進するとともに、関係機関が連携

しながら、社会参加の促進や外国人材の活躍等に向け

た推進体制の充実に努めることが必要です。

イ 施策の方向

（７）外国人

ア 現状と課題

本県では、近年、外国人が大幅に増加しており、真

に国際化された社会の実現をめざし、外国人が同じ地

域に住むことを当然とする意識の醸成を図るととも

に、地域社会への外国人の積極的な参加や企業におけ

る外国人材の活躍を促進するなど、県民と在住外国人

とが協力関係を築くことができる環境の整備に努め

ています。

しかし、現実には、外国人に対する雇用や入居等の

日常生活における摩擦が時として生じています。そし

て、その背景には、我が国の地理的条件や歴史的経緯

等に加え、人種、言語、宗教、文化、習慣等の違いへ

の理解不足からくる外国人に対する偏見や差別意識

の存在等が挙げられます。これらの偏見や差別意識

は、県民と在住外国人との相互理解の増進により着実

に改善の方向に向かっていますが、未だ完全に解消さ

れたという状況にはありません。

また、近年では、特定の民族や国籍の人々を排斥す

る差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが大きな社会

問題となり、ヘイトスピーチの解消を目的として、

2016（平成 28）年 6 月に「本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する

法律」（ヘイトスピーチ解消法）が制定されました。

こうした状況を踏まえ、外国人の人権についての正

しい理解と認識を促進するとともに、関係機関が連携

しながら、社会参加の促進や外国人材の活躍等に向け

た推進体制の充実に努めることが必要です。

イ 施策の方向

国際課

人権・同和政策課

労働政策課

義務教育課

人権・同和教育課

警察本部企画課
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① 外国人の人権についての理解と認識の促進

外国人に対する偏見や差別意識を解消し、外国人の

持つ文化、習慣等の多様性を尊重するなど、国際化時

代にふさわしい人権意識を育てることをめざした啓

発活動を推進します。また、地域での交流や相互の文

化、習慣等を体験できる機会の提供等を通じ、県民と

在住外国人の相互理解と協力関係の構築を促進しま

す。

学校教育においては、教育活動全体を通じて、広い

視野を持ち、異文化を尊重する態度や異なる習慣・文

化を持った人々と共に生きていく態度を育成するた

めの教育の充実を図ります。また、外国人児童生徒の

就学機会の適切な確保に向けて、学校における受け入

れ体制の充実やきめ細かな日本語指導の充実に取り

組みます。

② 社会参加の促進

地域において外国人の積極的な社会参加を促すた

め、外国人のための日本語講座を開催するとともに、

人権、法律上のトラブルに関する弁護士等による相談

対応や「かがわ外国人相談支援センター」における相

談対応を行うなど、関係機関との連携のもと、在住外

国人への支援に努めます。

③ 外国人材の活躍の促進

関係機関と連携し、「外国人労働人材関係相談窓口」

において、外国人材を受け入れる県内企業や外国人材

からの雇用等に関する相談に対応するとともに、企業

における外国人材の活躍などをテーマにしたセミナ

ーの開催や各種助成等により支援に努めます。

（ア）外国人の人権についての理解と認識の促進

外国人に対する偏見や差別意識を解消し、外国人の

持つ文化、習慣等の多様性を尊重するなど、国際化時

代にふさわしい人権意識を育てることをめざした啓

発活動を推進します。また、地域での交流や相互の文

化、習慣等を体験できる機会の提供等を通じ、県民と

在住外国人の相互理解と協力関係の構築を促進しま

す。

また、学校教育においては、教育活動を通じて、グ

ローバルな視点を持ち、異なる習慣・文化を尊重し、

共に生きていくという多文化共生の意識を醸成する

ための教育の充実を図ります。

（イ）社会参加の促進

地域において外国人の積極的な社会参加を促すた

め、外国人のための日本語講座を開催するとともに、

人権、法律上のトラブルに関する弁護士等による相談

対応や「かがわ外国人相談支援センター」における相

談対応を行うなど、関係機関との連携のもと、在県外

国人への支援に努めます。

（ウ）外国人材の活躍の促進

関係機関と連携し、「外国人労働人材関係相談窓口」

において、外国人材を受け入れる県内企業や外国人材

からの雇用等に関する相談に対応するとともに、企業

における外国人材の活躍などをテーマにしたセミナ

ーの開催や各種助成等により支援に努めます。
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④ ヘイトスピーチ解消に向けた啓発の推進

ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、各種研修会

等のあらゆる機会を通じて、ヘイトスピーチの解消の

必要性について、県民の理解を促進するための啓発に

努めます。

（エ）ヘイトスピーチ解消に向けた啓発の推進

ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、各種研修会

等のあらゆる機会を通じて、ヘイトスピーチの解消の

必要性について、県民の理解を促進するための啓発に

努めます。
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（８）ハンセン病回復者・ＨＩⅤ感染者等

ア  現状と課題

本県では、「香川県感染症予防計画」を策定し、感染

症の予防と患者等の人権尊重との両立を基本とする

観点から、人権に配慮しつつ、良質かつ適切な医療の

確保、早期の社会復帰のための環境の整備、病気に関

する正しい知識の普及啓発等に努めています。

しかし、感染症についての理解不足等により、ハン

セン病回復者やＨＩＶ感染者等が偏見や差別意識を

持たれることが少なくありません。

また、ハンセン病に関しては、1996（平成８）年に

「らい予防法の廃止に関する法律」が施行され、強制

的な隔離政策は終結しましたが、療養所入所者の多く

は、長期にわたる隔離等により、家族・親族や地域社

会との関係が絶たれ、また、入所者自身の高齢化や後

遺症による障害により、病気が完治した後も療養所に

残らざるを得ないなど、社会復帰が困難な状況にあり

ます。

このようなハンセン病回復者などに対する差別や

偏見の解消をさらに推し進めるため、2009(平成 21)年
４月から「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

（ハンセン病問題基本法）」が施行されています。2019
（令和元）年 11 月には「ハンセン病問題の解決の促

進に関する法律の一部を改正する法律」によりハンセ

ン病回復者の家族もその対象となりました。

こうした状況を踏まえ、ハンセン病回復者やＨＩⅤ

感染者等の人権についての正しい理解と認識を促進

するとともに、社会復帰の促進等に向けた推進体制の

充実や関係機関との連携の強化に努めることが必要

（８）ハンセン病回復者・ＨＩⅤ感染者等

ア  現状と課題

本県では、「香川県感染症予防計画」を 1999（平成

11）年５月に策定し、感染症の予防と患者等の人権尊

重との両立を基本とする観点から、人権に配慮しつ

つ、良質かつ適切な医療の確保、早期の社会復帰のた

めの環境の整備、病気に関する正しい知識の普及啓発

等に努めています。

しかし、感染症についての理解不足等により、ハン

セン病回復者やＨＩＶ感染者等が偏見や差別意識を

持たれることが少なくありません。

また、ハンセン病に関しては、1996（平成８）年に

「らい予防法の廃止に関する法律」が施行され、強制

的な隔離政策は終結しましたが、療養所入所者の多く

は、長期にわたる隔離等により、家族・親族や地域社

会との関係が絶たれ、また、入所者自身の高齢化や後

遺症による障害により、病気が完治した後も療養所に

残らざるを得ないなど、社会復帰が困難な状況にあり

ます。

このようなハンセン病回復者などに対する差別や

偏見の解消をさらに推し進めるため、2009(平成 21)年
４月から「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

（ハンセン病問題基本法）」が施行されています。2019
（令和元）年 11 月には「ハンセン病問題の解決の促

進に関する法律の一部を改正する法律」によりハンセ

ン病回復者の家族もその対象となりました。

こうした状況を踏まえ、ハンセン病回復者やＨＩⅤ

感染者等の人権についての正しい理解と認識を促進

するとともに、社会復帰の促進等に向けた推進体制の

感染症対策課

薬務課
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です。

イ 施策の方向

① ハンセン病回復者・ＨＩＶ感染者等の人権につい

ての理解と認識の促進

ハンセン病回復者やＨＩＶ感染者等に対する偏見

や差別意識を解消し、人間としての尊厳と自由を認め

あい、共に生きる社会の実現をめざして、感染症に関

する啓発資料の作成・配布、各種イベントの開催を行

うなど、感染症とその感染者等への理解を深めるため

の啓発活動を推進します。特に、ハンセン病に関して

は、大島青松園の入所者等から聞き取り調査した過去

のハンセン病政策の実態についての記録や、大島青松

園を舞台としたドキュメンタリー映画等を、ハンセン

病問題に対する県民の理解を深めるために活用しま

す。また、大島青松園の入所者と園外の住民との相互

理解を深めるため、地域での交流等を促進します。

また、学校教育においては、ハンセン病回復者やＨ

ＩＶ感染者等に対する偏見や差別意識の解消を図る

ため、これらの感染症に関する正しい知識を身に付け

るための教育を推進するとともに、そのための教職員

研修や指導資料の充実に努めます。

② 社会復帰の促進

ハンセン病回復者等が自立した社会生活を送れる

よう、関係機関と連携して、適切な相談体制の充実等

に努めます。

充実や関係機関との連携の強化に努めることが必要

です。

イ 施策の方向

（ア）ハンセン病回復者・ＨＩＶ感染者等の人権につ

いての理解と認識の促進

ハンセン病回復者やＨＩＶ感染者等に対する偏見

や差別意識を解消し、人間としての尊厳と自由を認め

あい、共に生きる社会の実現をめざして、感染症に関

する啓発資料の作成・配布、各種イベントの開催を行

うなど、感染症とその感染者等への理解を深めるため

の啓発活動を推進します。特に、ハンセン病に関して

は、大島青松園の入所者等から聞き取り調査した過去

のハンセン病政策の実態についての記録や、大島青松

園を舞台としたドキュメンタリー映画等を、ハンセン

病問題に対する県民の理解を深めるために活用しま

す。また、大島青松園の入所者と園外の住民との相互

理解を深めるため、地域での交流等を促進します。

また、学校教育においては、ハンセン病回復者やＨ

ＩＶ感染者等に対する偏見や差別意識の解消を図る

ため、これらの感染症に関する正しい知識を身に付け

るための教育を推進するとともに、そのための教職員

研修や指導資料の充実に努めます。

（イ）社会復帰の促進

ハンセン病回復者等が自立した社会生活を送れる

よう、関係機関と連携して、適切な相談体制の充実等

に努めます。
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（９）犯罪被害者等

ア  現状と課題

近年、犯罪被害者やその家族の人権問題に対する社

会的関心が大きな高まりを見せており、犯罪被害者等

に対する配慮と保護を図るための諸方策を講じるこ

とが課題になっています。このため、本県では、犯罪

被害者等が、安全で平穏な生活を送るための取組みを

推進しています。

犯罪被害者等は、犯罪行為により生命、身体又は財

産に対して直接的な被害を受けるだけでなく、事件に

遭ったことで精神的ショックを受け、その後の日常生

活に支障をきたしたり、医療費の負担や失職・転職等

によって経済的に困窮する場合もあります。また、捜

査や裁判の過程で精神的負担や時間的負担を感じた

り、さらには近隣の無責任なうわさ話やマスメディア

の取材・報道による不快感から深刻なストレスを受け

るなど、被害後、新たに生じるさまざまな問題にも苦

しめられています。

こうした状況を踏まえ、犯罪被害者等の人権につい

ての正しい理解と認識を促進するとともに、犯罪被害

者等の支援の充実等に向けた推進体制の充実や関係

機関との連携の強化に努めることが必要です。

イ  施策の方向

① 犯罪被害者等の人権についての理解と認識の促

進

県民一人ひとりが犯罪被害者等の人権に配慮する

ことができる社会の実現をめざして、犯罪被害者等へ

の理解を深めるための啓発活動を推進するとともに、

（９）犯罪被害者等

ア  現状と課題

近年、犯罪被害者やその家族の人権問題に対する社

会的関心が大きな高まりを見せており、犯罪被害者等

に対する配慮と保護を図るための諸方策を講じるこ

とが課題になっています。このため、本県では、犯罪

被害者等が、安全で平穏な生活を送るための取組みを

推進しています。

犯罪被害者等は、犯罪行為により生命、身体又は財

産に対して直接的な被害を受けるだけでなく、事件に

遭ったことで精神的ショックを受け、その後の日常生

活に支障をきたしたり、医療費の負担や失職・転職等

によって経済的に困窮する場合もあります。また、捜

査や裁判の過程で精神的負担や時間的負担を感じた

り、さらには近隣の無責任なうわさ話やマスメディア

の取材・報道による不快感から深刻なストレスを受け

るなど、被害後、新たに生じるさまざまな問題にも苦

しめられています。

こうした状況を踏まえ、犯罪被害者等の人権について

の正しい理解と認識を促進するとともに、犯罪被害者

等の支援の充実等に向けた推進体制の充実や関係機

関との連携の強化に努めることが必要です。

イ  施策の方向

（ア）犯罪被害者等の人権についての理解と認識の促   

進

県民一人ひとりが犯罪被害者等の人権に配慮する

ことができる社会の実現をめざして、犯罪被害者等へ

の理解を深めるための啓発活動を推進するとともに、

くらし安全安心課
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社会の風潮等に大きな影響力を持っているマスメデ

ィアの自主的な取組みが図られるよう理解を求めて

いきます。

② 犯罪被害者等に対する支援の充実

2021（令和３）年４月に施行した「香川県犯罪被害

者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等からの相談に

応じた情報の提供、法律相談・心理カウンセリング体

制の充実整備、見舞金の給付、再提訴費用の助成、捜

査過程における犯罪被害者等の負担軽減等の施策を

推進するとともに、支援ネットワークを柱とした関係

機関との連携を強化して犯罪被害者等への支援施策

を一層充実させます。

社会の風潮等に大きな影響力を持っているマスメデ

ィアの自主的な取組みが図られるよう理解を求めて

いきます。

（イ）犯罪被害者等に対する支援の充実

2021（令和３）年４月に施行した「香川県犯罪被害

者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等からの相談に

応じた情報の提供、法律相談・心理カウンセリング体

制の充実整備、見舞金の給付、再提訴費用の助成、捜

査過程における犯罪被害者等の負担軽減等の施策を

推進するとともに、支援ネットワークを柱とした関係

機関との連携を強化して犯罪被害者等への支援施策

を一層充実させます。
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（10）その他

以上の課題のほかにも、私たちの社会には、次のよ

うな人権課題が存在しており、また今後、社会情勢の

変化に伴う新たな人権課題にも適切に対応する必要

があることから、このような各種の人権課題について

の正しい理解と認識を深めるよう、それぞれの状況に

応じた教育・啓発に努めます。

ア アイヌの人々

アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海

道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有す

る先住民族です。

2019（令和元）年5月には、「アイヌの人々の誇りが

尊重される社会を実現するための施策の推進に関す

る法律」が施行されました。同法では、アイヌ施策の

推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され

るよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝

統等についての国民の理解を深めることを旨として

行われなければならないと定められています。また、

何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを

理由として、差別することその他の権利利益を侵害す

る行為をしてはならないと明記しています。

イ 刑を終えて出所した人

刑を終えて出所した人に対しては、本人に真摯な更

生意欲があっても、人々の意識の中に根強い偏見や差

別意識があり、就職に際しての差別や住居等の確保の

困難など、社会復帰をめざす人たちにとって現実は厳

（11）その他

以上の課題のほかにも、私たちの社会には、次のよ

うな人権課題が存在しており、また今後、社会情勢の

変化に伴う新たな人権課題にも適切に対応する必要

があることから、このような各種の人権課題について

の正しい理解と認識を深めるよう、それぞれの状況に

応じた教育・啓発に努めます。

ア アイヌの人々

アイヌの人々は、北海道に先住していた民族であ

り、アイヌ語をはじめとする独自の文化や伝統を有し

ています。アイヌの人々の経済状況や生活環境、教育

水準等は着実に向上してきてはいるものの、アイヌの

人々が居住する地域において、他の人々となお格差が

あることが認められているほか、結婚や就職等におけ

る偏見や差別の問題があります。

国では、2019（平成 31）年４月、アイヌの人々を先

住民族と明記するとともに、文化の継承や地域振興を

後押しするための新法「アイヌの人々の誇りが尊重さ

れる社会を実現するための施策の推進に関する法

律」（略称「アイヌ施策推進法」）を定め、同（令和元）

年５月に施行しています。

イ 刑を終えて出所した人

刑を終えて出所した人に対しては、本人に真摯な更

生意欲があっても、人々の意識の中に根強い偏見や差

別意識があり、就職に際しての差別や住居等の確保の

困難など、社会復帰をめざす人たちにとって現実は厳

人権・同和政策課

子ども政策課

（青少年育成 G）
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しい状況にあります。

ウ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等

北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害で

あり、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重

大な問題です。

エ ホームレス

自立の意思がありながら、やむを得ない事情で公

園、河川、道路、駅舎その他の施設で日常生活するこ

とを余儀なくされた人が存在し、健康で文化的な生活

を送ることができないでいるとともに、嫌がらせや暴

行を受けるなどの人権問題が起こっています。

オ 人身取引

性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引(トラフ

ィッキング)は、重大な犯罪であるとともに、基本的人

権を侵害する問題です。

カ 東日本大震災に伴う放射線被ばくについての風

評被害

原子力発電所事故による放射性物質の外部放出に

伴い、周辺住民が避難先において風評に基づく差別的

取扱いを受けるなどの事態が発生しています。

キ 感染症に罹患した人

感染症に罹患した方やその家族、医療関係者、また、

健康上の理由などからワクチン接種を受けていない

方などが誹謗中傷や差別を受けることがあります。

国民は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律」第４条において、感染症に関する

しい状況にあります。

ウ 北朝鮮当局による拉致問題等

北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害で

あり、生命と安全に関わる重大な問題です。

エ ホームレス

自立の意思がありながら、やむを得ない事情で公

園、河川、道路、駅舎その他の施設で日常生活するこ

とを余儀なくされた人が存在し、健康で文化的な生活

を送ることができないでいるとともに、嫌がらせや暴

行を受けるなどの人権問題が起こっています。

オ 人身取引

性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引(トラフ

ィッキング)は、重大な犯罪であるとともに、基本的人

権を侵害する問題です。

カ 東日本大震災に伴う放射線被ばくについての風

評被害

原子力発電所事故による放射性物質の外部放出に

伴い、周辺住民が避難先において風評に基づく差別的

取扱いを受けるなどの事態が発生しています。

キ 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症に関して、感染者やその

家族、また、検査や治療などに従事している医療関係

者、生活物資の輸送など社会機能の維持のために働い

ている方々に対する不当な差別や偏見が問題となっ

ています。

保健福祉総務課

保健福祉総務課

警察本部

（生活安全捜査課）

危機管理課

感染症対策課
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正しい知識を持ち、患者などの人権を損なうことがな

いように求められています。

こうした差別や偏見の広まりは、症状のある人が差別

を恐れて受診しなくなるなど、本来の感染症対策にも

影響を及ぼす場合もあります。
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第６章 特定の職業に従事する者に対する人権教育・

啓発の推進

人権教育・啓発の推進に当たっては、人権にかかわ

りの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の

取組みが不可欠です。

本県では、公務員、教職員、警察職員等の人権にか

かわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修

プログラムや研修教材の充実を図るなど、取組みの強

化に努めます。

１ 公務員

公務員は、全体の奉仕者として、基本的人権の尊重

を基本原理の一つとする憲法を尊重し擁護するとい

う責務を有しています。

このため、県行政に従事する職員については、公務

員としての責務と使命を自覚し、人権問題に対する正

しい理解と認識を深め、それぞれの分野において人権

尊重の精神に立った行政施策の推進を図ることがで

きるよう、人材育成センター等における研修の充実に

努めます。また、各職場においても、県民の立場に立

った窓口接遇を徹底するなど、職員一人ひとりが日常

的な職務の遂行に当たって人権に配慮した適切な対

応ができるよう努めます。

県内において職務に従事しているその他の公務員

についても、それぞれの機関における人権教育・啓発

の取組みの充実が図られるよう、情報の提供等の協力

に努めます。

６ 特定の職業に従事する者に対する人権教育・啓発

の推進

人権教育・啓発の推進に当たっては、人権にかかわ

りの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の

取組みが不可欠です。

本県では、「「人権教育のための国連 10 年」香川県

行動計画」に基づき、公務員、教職員、警察職員等の

人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対

する研修等を実施してきましたが、今後も、研修プロ

グラムや研修教材の充実を図るなど、取組みの強化に

努めます。

（１）公務員

公務員は、全体の奉仕者として、基本的人権の尊重

を基本原理の一つとする憲法を尊重し擁護するとい

う責務を有しています。

このため、県行政に従事する職員については、公務

員としての責務と使命を自覚し、人権問題に対する正

しい理解と認識を深め、それぞれの分野において人権

尊重の精神に立った行政施策の推進を図ることがで

きるよう、人材育成センター等における研修の充実に

努めます。また、各職場においても、県民の立場に立

った窓口接遇を徹底するなど、職員一人ひとりが日常

的な職務の遂行に当たって人権に配慮した適切な対

応ができるよう努めます。

県内において職務に従事しているその他の公務員

についても、それぞれの機関における人権教育・啓発

の取組みの充実が図られるよう、情報の提供等の協力

に努めます。

人権・同和政策課

人事課
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２ 教職員

教職員は、学校教育のあらゆる場を通じて、人権を

尊重する意欲や態度を身に付けたこどもを育成する

という役割の重要性から、すべての教職員が人権尊重

の理念を十分に理解した上で、教育活動に従事する必

要があります。

このため、すべての教職員が、人権尊重の理念につ

いて十分な認識と人権教育に関する高い指導力を持

ち、人権尊重の精神に根ざした学校教育を展開できる

よう、教職員一人ひとりが計画的・継続的に研修に努

め、人権問題の解決を自らの課題とすることが必要で

す。

県教育委員会においては、参加体験型学習等の効果

的な手法を取り入れた研修会の開催や各種指導資料

の整備等を通じて、教職員研修の充実に努めます。研

修内容については、いじめ等の人権に関わる今日的課

題の解決に向けた学習機会を設けたり、教職員一人ひ

とりがこどもの人権に配慮した行動や適切な対応を

行っていくための内容を取り入れたりするなど、その

充実に努めます。また、県の関係課や市町教育委員会

においても、人権問題に関するさまざまな研修会等を

実施しています。

各学校（園・所）においては、こどもの実態に即し、

全教職員の協力体制のもと、学校が一体となって人権

教育を推進し、人権尊重の考えに立った行動がとれる

こどもを育成できるよう、校内研修の充実に努めま

す。

３ 警察職員

警察職員は、個人の生命、身体及び財産を保護し、

（２）教職員

教職員は、学校教育のあらゆる場を通じて、人権を

尊重する意欲や態度を身に付けた子どもを育成する

という役割を担っています。

このため、すべての教職員が、人権問題についての

深い認識と人権教育に関する高い指導力のもと、人権

尊重の精神に根ざした学校教育を展開できるよう、県

教育委員会においては、参加体験型学習等の効果的な

手法を取り入れた研修会の開催や各種指導資料の整

備等を通じて、教職員研修の充実に努めます。研修内

容については、いじめ等の人権に関わる今日的課題の

解決に向けた学習機会を設けたり、教職員一人ひとり

が子どもの人権に配慮した行動や適切な対応を行っ

ていくための内容を取り入れたりするなど、その充実

に努めます。また、県の関係課や市町教育委員会にお

いても、人権問題に関するさまざまな研修会等を実施

しています。

各学校（園・所）においては、子どもの実態に即し、

全教職員の協力体制のもと、学校が一体となって人権

教育を推進し、人権尊重の考えに立った行動がとれる

子どもを育成できるよう、校内研修の充実に努めま

す。

（３）警察職員

警察職員は、個人の生命、身体及び財産を保護し、

人権・同和教育課

警察本部
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公共の安全と秩序を維持するという責務を有してい

ます。

このため、警察職員が、個人の権利や自由を尊重し

た警察活動を徹底するなど、職務の遂行に当たって人

権に配慮した適切な対応ができるよう、警察学校にお

ける教育の充実に努めます。また、各職場においても、

相談者、被害者、被疑者等に対する適切な対応等の徹

底が図られるよう、職場教養の充実に努めます。なか

でも、女性や少年の被害者等に対して、その特性を理

解した専門的な対応ができるよう、相談業務等に携わ

る職員の研修の充実に努めます。

４ 消防職員

消防職員は、火災をはじめとする各種災害から県民

の生命、身体及び財産を守るという役割を担っていま

す。

このため、消防職員が、人命の尊重を第一義としつ

つ、個人のプライバシーに配慮した現場活動を徹底す

るなど、職務の遂行に当たって人権に配慮した適切な

対応ができるよう、消防学校における教育の充実に努

めます。

５ 保健・医療関係者

医師、歯科医師、薬剤師、看護職員等の保健・医療

関係者は、人の命と健康を守ることを使命とし、疾病

の予防や治療、保健指導等の役割を担っています。

このため、保健・医療関係者が、個人のプライバシ

ーへの配慮やインフォームドコンセントの徹底を図

るなど、職務の遂行に当たって人権に配慮した適切な

対応ができるよう、保健・医療関係専門職の養成施設

や団体における人権教育・啓発の取組みの充実に向け

公共の安全と秩序を維持するという責務を有してい

ます。

このため、警察職員が、個人の権利や自由を尊重し

た警察活動を徹底するなど、職務の遂行に当たって人

権に配慮した適切な対応ができるよう、警察学校にお

ける教育の充実に努めます。また、各職場においても、

相談者、被害者、被疑者等に対する適切な対応等の徹

底が図られるよう、職場教養の充実に努めます。なか

でも、女性や少年の被害者等に対して、その特性を理

解した専門的な対応ができるよう、相談業務等に携わ

る職員の研修の充実に努めます。

（４）消防職員

消防職員は、火災をはじめとする各種災害から県民

の生命、身体及び財産を守るという役割を担っていま

す。

このため、消防職員が、人命の尊重を第一義とした

現場活動を徹底するなど、職務の遂行に当たって人権

に配慮した適切な対応ができるよう、消防学校におけ

る教育の充実に努めます。

（５）保健・医療関係者

医師、歯科医師、薬剤師、看護職員等の保健・医療

関係者は、人の命と健康を守ることを使命とし、疾病

の予防や治療、保健指導等の役割を担っています。

このため、保健・医療関係者が、個人のプライバシ

ーへの配慮やインフォームドコンセントの徹底を図

るなど、職務の遂行に当たって人権に配慮した適切な

対応ができるよう、保健・医療関係専門職の養成施設

や団体における人権教育・啓発の取組みの充実に向け

危機管理課

医療政策課
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た協力に努めます。

６ 福祉関係者

福祉事務所職員、民生委員・児童委員、社会福祉施

設職員、ホームヘルパー等の福祉関係者は、高齢者や

障害者をはじめとするさまざまな人々の生活相談や、

身体介護等の役割を担っています。

このため、福祉関係者が、個人のプライバシーへの

配慮や人間の尊厳についての認識の徹底を図るなど、

職務の遂行に当たって人権に配慮した適切な対応が

できるよう、福祉関係専門職の養成施設や団体におけ

る人権教育・啓発の取組みの充実に向けた協力に努め

ます。

７ マスメディア関係者

新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディアは、人々の

人間形成や社会の風潮に大きな影響力を持っている

ことから、人権教育・啓発の媒体として果たす役割が

極めて大きいと言えますが、一方では、個人の名誉や

プライバシーを侵害するなどの危険性も有していま

す。

このため、マスメディア業界において人権教育・啓

発のための自主的な取組みが行われるよう、情報の提

供等に努めます。

８ その他

以上の者のほか、弁護士や司法書士等の人権にかか

わりの深い特定の職業に従事する者についても、それ

ぞれの関係団体等における人権教育・啓発の取組みの

充実が図られるよう、情報の提供等に努めます。

た協力に努めます。

（６）福祉関係者

福祉事務所職員、民生委員・児童委員、社会福祉施

設職員、ホームヘルパー等の福祉関係者は、高齢者や

障害者をはじめとするさまざまな人々の生活相談や、

身体介護等の役割を担っています。

このため、福祉関係者が、個人のプライバシーへの

配慮や人間の尊厳についての認識の徹底を図るなど、

職務の遂行に当たって人権に配慮した適切な対応が

できるよう、福祉関係専門職の養成施設や団体におけ

る人権教育・啓発の取組みの充実に向けた協力に努め

ます。

（７）マスメディア関係者

新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディアは、人々の

人間形成や社会の風潮に大きな影響力を持っている

ことから、人権教育・啓発の媒体として果たす役割が

極めて大きいと言えますが、一方では、個人の名誉や

プライバシーを侵害するなどの危険性も有していま

す。

このため、マスメディア業界において人権教育・啓

発のための自主的な取組みが行われるよう、情報の提

供等に努めます。

（８）その他

以上の者のほか、弁護士や司法書士等の人権にかか

わりの深い特定の職業に従事する者についても、それ

ぞれの関係団体等における人権教育・啓発の取組みの

充実が図られるよう、情報の提供等に努めます。

保健福祉総務課

広聴広報課

人権・同和政策課
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第７章 計画の推進

１ 庁内の推進体制の充実

人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、「香川県人権・同和政策本部」を中心とした関係部

局の緊密な連携のもとに本基本計画を推進します。ま

た、関係部局は、本基本計画の趣旨を十分に踏まえて、

その所掌に属する施策に関する実施体制の整備・充実

を図るなど、その着実かつ効果的な実施に努めます。

２ 国や市町等との連携・協力

人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進を図るた

め、国、市町、公益法人、民間団体、企業等との連携

のもとに本基本計画を推進します。

また、本基本計画の趣旨を実現するためには、県民

一人ひとりの理解と協力が必要不可欠であることか

ら、本基本計画の趣旨が広く県民に浸透するよう、さ

まざまな機会をとらえてその周知を行います。

３ 計画の見直し

本県の人権をめぐる諸状況、人権教育・啓発の現状、

県民の意識等について把握するよう努めるとともに、

社会経済情勢の変化等に適切に対応するため、必要に

応じて本計画の見直しを行います。

７ 計画の推進

（１）庁内の推進体制の充実

人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、「香川県人権・同和政策本部」を中心とした関係部

局の緊密な連携のもとに本基本計画を推進します。ま

た、関係部局は、本基本計画の趣旨を十分に踏まえて、

その所掌に属する施策に関する実施体制の整備・充実

を図るなど、その着実かつ効果的な実施を図ります。

（２）国や市町等との連携・協力

人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進を図るた

め、国、市町、公益法人、民間団体、企業等との連携

のもとに本基本計画を推進します。

また、本基本計画の趣旨を実現するためには、県民

一人ひとりの理解と協力が必要不可欠であることか

ら、本基本計画の趣旨が広く県民に浸透するよう、さ

まざまな機会をとらえてその周知を行います。

（３） 計画の見直し

本県の人権をめぐる諸状況、人権教育・啓発の現状、

県民の意識等について把握するよう努めるとともに、

社会経済情勢の変化等に適切に対応するため、必要に

応じて本計画の見直しを行います。

人権・同和政策課
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